
事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠

行政機関において公文書等の管理に関す
る法律に基づく適正な文書管理がなされる
とともに、歴史資料として重要な公文書そ
の他の文書（歴史公文書等）の確実な移
管がなされるよう、公文書管理制度の適正
かつ円滑な運用を図る。

公文書管理制度の推進
により、行政文書等の適
正な管理を図るととも
に、公文書管理制度の
円滑な運営と効果的・効
率的な実施を図る。

行政機関において管理
する行政文書ファイル等
の移管又は廃棄の措置
（レコードスケジュール）
の設定状況
→当該年度末時点にお
いて管理する全行政文
書ファイル等のうち、レ
コードスケジュールを設
定した行政文書ファイル
等数の割合（％）。

対前年度比増
（平成23年度：
レコードスケ
ジュールの早
期設定の促
進、設定状況
の調査を実施）

・公文書等の管理に関する法律第５条第５項において、行政機関が作成・取得した行政
文書ファイル等について、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了
したときの措置として、歴史公文書等に該当するものは国立公文書館等への移管の措
置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めること（＝レコードスケ
ジュールの設定）が規定されているところ。
・移管・廃棄の判断を早期に設定することは、行政文書ファイル等の内容を熟知している
当該ファイル等の作成・取得者が判断に関与することが期待されることから、行政文書等
の誤廃棄の防止や歴史公文書等の確実な移管に資するものと考えられる。
・歴史公文書等の評価・選別を早い段階から行うことが重要であるとする制度の趣旨に
かんがみ、各年度ごとに行政機関で管理する行政文書ファイル等数のうち、公文書管理
法施行初年度である23年度は行政機関に対し、レコードスケジュール早期設定の促進と
設定状況の調査を実施することを目標とし、24年度以降は、行政機関において管理する
行政文書ファイル等のうちレコードスケジュールの設定を行ったものの数の割合につい
て、23年度の実績値を踏まえ、対前年度比で増加すべきものとして目標を設定（時点は
各年度末）。
・各行政機関においてレコードスケジュールの早期設定が定着するには少なくとも制度施
行後３年程度は要すると考えられることから、目標年度を平成25年度に設定。
・なお、測定指標のレコードスケジュール設定割合について、早期設定を定着させること
に主眼を置いており、また、必ずしも全ての行政文書ファイル等について歴史公文書等と
しての評価・選別を即時に行えるものではないことから、目標を「対前年度比増」としてい
る。

政策
施策

政策１　適正な公文書管理の実施
施策①　公文書管理制度の適正かつ円滑な運用

資料１－３
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

重要施策に関する広報
理解度

80%

・実施した広報内容について、アンケート調査で「理解できた」等と回答した割合を理解度
として、測定指標に選定。
・過去3年間（平成20-22年度)の実績値及び平成23年度の暫定値（平成24年1月25日時
点）を踏まえ、平成24年度目標値を80％として設定。

重要施策に関する広報
満足度

70%

・実施した広報内容について、アンケート調査で「満足した」等と回答した割合を満足度と
して、測定指標に選定。
・過去3年間（平成20-22年度)の実績値及び平成23年度の暫定値（平成24年1月25日時
点）を踏まえ、平成24年度目標値を70％として設定。

重要施策に関する広報
国民からの反響やその
後の行動意識変容等の
把握・分析し、効果的な
活用方法についての検
討を行う

試行的
実施

・第14回政策評価有識者懇談会における指摘を踏まえ、アンケート調査結果の詳細や問
い合わせ内容等から、国民からの反響やその後の行動意識変容等の把握・分析を引き
続き試行的に実施し、今後の広報展開への効果的な活用方法についての検討を行う。

世論調査の実施により、国民の基本的な
意識の動向及び政府の重要施策に関する
国民の意識を公正・中立・正確かつ適時に
把握・公表し、国政モニター制度により、政
府の重要政策等に対する一般国民からの
幅広い意見、要望などを聴取し、及び国民
対話により、大臣と国民とが直接、双方向
で対話を行うことにより国民の理解を深め
るとともに、国民の意見や提言を聴取し、
政府施策の企画立案等に資する。

広聴活動により把握した
意識、意見、要望等の、
政府施策の企画立案作
業等への反映を図る。

世論調査結果の各府省
の審議会、白書などでの
利活用度

平成24年度
調査件数
以上

世論調査では、政府の重要施策の企画・立案に資する「施策調査」及び国民の意識全般
を把握し施策全般の参考とする「動向調査」を実施している。従って、法律改正や基本計
画の策定につながる、審議会などでの活用及び施策の現状分析などを行う白書等での
結果引用回数を指標とすることが適切である。
なお、中・長期的観点での活用を想定すべき調査もあるため、目標値は当該年度調査件
数以上と設定した。

政府の重要施策に関する広報において、
各々のテーマに応じた適切な広報媒体、
実施時期等を考慮して実施する。

政府の重要施策に関し、
その背景、内容等につ
いて広報を実施し、国民
の理解と協力を促進す
る。

施策②　世論の調査

政策２　政府広報・広聴による政府施策の理解、協力の促進
施策①　重要施策に関する広報
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

平成24年度計画の遺棄
化学兵器処理数の割合

100% 　平成19年4月の日中首脳会談で、移動式処理設備を導入し、遺棄化学兵器の廃棄作
業を開始することに合意し、平成22年度に南京に保管されている遺棄化学兵器の廃棄
処理を開始した。
　平成24年度は江蘇省南京に保管されているきい剤補給容器（７缶）及び河北省石家荘
周辺に保管されている約１６００発の化学砲弾等の廃棄処理を実施する予定であるた
め、その進ちょく割合を目標値として設定する。

会議等における日本側
の取組に対する中国側
の評価

肯定評価 事業において中国側の協力を得ることが重要かつ不可欠であるため。

政府調達苦情処理体制は、ＷＴＯの「政府
調達協定」に基づいて閣議決定により整備
され、内外無差別の原則の下、政府調達
手続きの透明性、公正性及び競争性の一
層の向上を図ることを目的としている。具
体的には、苦情の申立てに応じて政府調
達苦情検討委員会を開催し、政府調達協
定等に基づいて苦情の検討を行っている。
本施策は、上述の我が国の政府調達苦情
処理手続きについて、関係省庁や大使館
で開催される政府調達セミナー等において
パンフレットを配布すること等により、制度
の周知を図るとともに、ホームページにお
いて、苦情処理体制・制度の内容や委員
会における苦情申立ての検討結果等を公
表するもの。

政府調達苦情申立てに
対して適切に対応すると
ともに、政府調達セミ
ナー等を通じて積極的に
制度周知を行う。

HPへのアクセス件数 80,000件以上 政府調達に係る苦情処理についての周知・広報活動の結果を測定する指標としてＨＰへ
のアクセス件数が適当であり、また具体的な目標値については前年度の実績を踏まえて
設定した。
（現時点で平成23年度の実績が未集計のため、23年度の目標値を基準値として記載して
いる）

政策０４　経済財政政策の推進

施策①　　　政府調達に係る苦情処理についての周知・広報

　第二次世界大戦中、旧日本軍によって
中国に遺棄された化学兵器（毒ガス兵器）
について、化学兵器禁止条約（1995年批
准、1997年発効）に基づき、日本は「遺棄
締約国」として、中国における日本の遺棄
化学兵器を廃棄する義務を負うこととなっ
た。
　平成11（1999）年3月に、「遺棄化学兵器
問題に対する取組について」が閣議決定さ
れ、それに基づき、同年4月に遺棄化学兵
器処理担当室が総理府（現内閣府）に設
置された。また、同年7月、日中間で覚書を
締結し、環境と安全を最も優先しつつ、中
国国内で廃棄を行うこと等を確認してい
る。

旧日本軍の遺棄化学兵
器の廃棄処理を着実に
行う。

政策０３　遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進
施策①　　化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄処理
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

平成23年12月に策定した、世界レベルで
魅力ある事業・生活環境の整備等に係る
施策をとりまとめた「アジア拠点化・対日投
資促進プログラム」のフォローアップを行
い、対日投資促進のため、関係府省庁間
の総合調整を行う。また、地方シンポジウ
ムの開催により対日投資促進のための広
報を行う。

対日投資を促進するた
め、世界レベルで魅力あ
る事業・生活環境の整備
等に係る施策をとりまと
めた「アジア拠点化・対
日投資促進プログラム」
の一環として、対日投資
促進のための広報を行
い、国民理解を深める。

地方シンポジウムにおけ
るアンケートの肯定的な
評価の割合

70% ・「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」の一環として、内閣府として、対日投資促進
のための広報を行い、国民理解を深めるため地方シンポジウムを開催することが盛り込
まれている。
・周知・広報活動の結果を測定する指標としてアンケート結果は適切であり、22年度の実
績値を踏まえて目標値を設定した。

復興支援型地域社会雇
用創造事業
社会起業インキュベー
ション事業による起業支
援者数

600人 復興支援型地域社会雇用創造事業の実施により、被災地等において社会的企業の起業
と雇用が創造され、復興に資すると考えられる。目標値は、「復興支援型社会的企業支
援基金実施要領」において定めた目標人数。

復興支援型地域社会雇
用創造事業
社会的企業人材創出・イ
ンターンシップ事業によ
る研修受講者数

2000人 復興支援型地域社会雇用創造事業の実施により、被災地等において社会的企業の起業
と雇用が創造され、復興に資すると考えられる。目標値は、「復興支援型社会的企業支
援基金実施要領」において定めた目標人数。

レベル認定事業の実施
体制の整備及び制度の
立ち上げ

事業の実施体
制の整備及び
制度の立ち上
げ

被災地の復興に役立つ人材の育成に資するよう、育成プログラムの実施とキャリア段位
（レベル）の認定を、被災地において先行的、重点的に実施するため、レベル認定事業実
施体制を整備し、制度の立ち上げを図る。

施策②　　対日直接投資の推進

施策③　　緊急雇用対策の実施

・復興支援型地域社会雇用創造事業
被災地における社会的課題を解決するた
めの新規性のある事業を行う「社会的企
業」を支援するため、以下の２事業を行う。
(1)　社会起業インキュベーション事業
被災地等における「社会的企業」の起業又
は被災者による「社会的企業」の起業を支
援する。
(2)　社会的企業人材創出・インターンシッ
プ事業
被災地等で「社会的企業」を担う人材の育
成を支援する。
　
・実践キャリア・アップ戦略の実施
被災地の復興に役立つ人材の育成のた
め、育成プログラムの実施とキャリア段位
（レベル）の認定を、被災地において先行
的、重点的に実施し、制度の立上げを図
る。

・被災地等において「社
会的企業」の起業および
「社会的企業」を担う人
材創出を支援する事業
を実施し、復興に資する
起業と雇用を加速的に
創造することを目的とす
る。

・実践キャリア・アップ戦
略について、レベル認定
事業の実施体制の整備
を図り、円滑に制度を立
ち上げることを目標とす
る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

国から権限移譲された事
務・事業の合計（累計）件
数
（平成27年度までに10件
以上）

平成27年度ま
で10件以上

・道州制特区は、将来の道州制導入の検討に資するため、法律及び基本方針に基づき
国からの事務・事業の移譲を進める仕組みである。
・上記目標の達成状況を確認するため、政策評価における定量的な測定指標として、国
からの事務・事業の移譲件数（累計）を設定。
・特定広域団体（現在は北海道のみ）からの提案に基づき、国からの事務・事業の移譲を
行うため、北海道から提案が提出され、かつ提案の内容が権限移譲を目的としたもので
あることが必要となる。したがって、年度ごとの新規増加分を含めた移譲件数の目標値
は設定しない。

北海道道州制特別区域
計画に盛り込まれた事
務・事業のフォローアップ
（事務・事業の適切な進
捗）

実施 ・道州制特区は、将来の道州制導入の検討に資するため、法律及び基本方針に基づき
国からの事務・事業の移譲を進める仕組みである。
・上記目標の達成状況を確認するため、定性的な指標として、事務・事業の適切な進捗
を設定。
・今まで移譲した事務・事業が適切に行われているか等、毎年度フォローアップを行うこと
は、今後の権限移譲を進めていくために重要。
・フォローアップ調査及びその内容を本部へ報告することは、道州制特別区域基本方針
（平成22年３月26日一部変更）により規定されている。

施策④　　道州制特区の推進

道州制特区は、将来の道州制導入の検討
に資するため、特定広域団体（現在は北
海道のみ）からの提案を踏まえ、国からの
事務・事業の移譲等を進めていく仕組みで
あり、道州制特別区域推進計画に基づく
広域行政の推進状況等のフォローアップ
調査等を行っている。

道州制特区の着実な推
進により、関係行政機関
との連携を深め、実施状
況調査等を行い、道州
制導入に向けた国民的
な論議の進展を図る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

・民間資金等活用事業の推進を図るため、
民間資金等活用事業に関する情報収集、
整理、提供を定期的に実施。
・ＰＦＩ法では少なくとも3年ごとに特定事業
の実施状況について検討を加え、必要な
措置を講ずるとされているため、実施状況
や検討に必要な調査等を実施。平成２２年
に民間資金等活用事業推進委員会が公
表した「中間的取りまとめ」に示された”地
方公共団体への支援体制の充実などＰＦＩ
制度の拡充”について必要な措置等を実
施。

民間資金等活用事業推
進委員会が平成２２年５
月２５日に公表した「中
間的とりまとめ」におい
て指摘された課題に対
応し、PFIの一層の推進
を図る。

「中間的とりまとめ」で指
摘された課題に関する施
策の推進

「中間的とりま
とめ」で指摘さ
れた課題に関
する施策の推
進

　PFIの一層の推進を図るためには、PFI推進委員会が取りまとめた「中間的とりまとめ」
で指摘された課題に対するフォローアップを行うことが必要。

平成２４年度は、
・ガイドラインの作成（「コンセッション方式の導入」等）
・民間からの要望が強い事項の運用（「多段階選抜・競争的対話」「資金調達の環境整
備」等）
・個別課題の対応（「ユニバーサルテスティングの導入」等）
・地方公共団体への支援体制の拡充（「ＰＦＩ専門家派遣制度」「ワンストップサービス」等）
・モデルプロジェクト
を行う。

市場開放問題に係る対外的な苦情処理業
務

持ち込まれる個々の苦
情事案の適時適切な解
決を図る

苦情解決比率(累積値）
の維持

100% これまで持ち込まれた苦情事案は全件解決済みで、平成20年度以降苦情解決比率は
99.85％を維持していることから、今後も新たに事案が持ち込まれる際には、引き続き事
案解決に努めることを通じて当該解決比率を維持できるよう図る。（※自主的に設定して
いる目標）

施策⑤　　民間資金等活用事業の推進（ＰＦＩ基本方針含む）

施策⑥　　市場開放問題に係る苦情処理を通じた市場アクセスの改善
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

公共サービス改革基本方針改定に関する
事務に加え、競争の導入による公共サー
ビスの改革に関する法律の着実かつ適正
な運用を図るため、官民競争入札等の対
象事業を実施する各省庁や地方公共団体
に対する支援を含め、実務上生じる様々な
課題についての調査・検討を行い、指針等
を作成するなど、競争の導入による公共
サービスの改革の推進を行う。

公共サービスによる利
益を享受する国民の立
場に立って、国の行政機
関等又は地方公共団体
がその事務又は事業の
全体の中で自ら実施す
る公共サービスの全般
について不断の見直しを
行い、その実施につい
て、透明かつ公正な競
争の下で民間事業者の
創意と工夫を適切に反
映させることにより、国
民のため、より良質かつ
低廉な公共サービスを
実現する。

公共サービス改革の進
捗状況

進捗状況の確
認

公共サービス改革法に基づき、毎年度、公共サービス改革基本方針を見直す中で、公共
サービス改革の進捗状況を確認することを目標値として設定した。

施策⑦　　競争の導入による公共サービスの改革の推進（公共サービス改革基本方針含む）
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

「新しい公共」推進会議
の提案を受けた政府の
対応をフォローアップ

フォローアップ
の着実な実施

「新しい公共」の一層の推進をするには、これまでの提案を受けた「政府の対応」を着実
に実施するため、フォローアップをすることが重要。

安全・安心で持続可能な
未来に向けた協働戦略
のフォローアップ フォローアップ

の着実な実施

安全・安心で持続可能な未来に向けた協働戦略において、今後２年間協働戦略のフォ
ローアップを行うこととされていることを受け、目標を設定した。

国民生活選好度調査の
公表 国民生活選好

度調査の実
施、分析、公表

調査の成果物である結果の公表を目標として設定した。

新しい公共支援事業の
進捗の把握状況

進捗の把握

平成２４年度末まで新しい公共支援事業を実施する予定であることを受け、目標を設定し
た。

NPO等の活動成熟度 増加率
20％以上
（平成23年度：
増加率10％以
上）

・当該施策はNPO等の人材育成や情報開示等を目的としており、それらの状況が表され
る活動成熟度を指標とした。（人材育成、会計基準導入、団体情報開示を行ったそれぞ
れの団体数の増加率の平均により算出。）
・支援内容を総合的に踏まえ、事業実施前（平成22年度）に比して2割の増加を目標とし
た。

施策⑧　　「新しい公共」に関する施策の推進

１．「新しい公共」の推進について、「新しい
公共」を支える多様な担い手が検討を行う
場として、「新しい公共」推進会議を開催す
る。
２．社会的責任に関する施策を推進し、安
全・安心で持続可能な社会の実現に向
け、広範な主体の協働を推進するため、社
会的責任に関する円卓会議に参画する。
３．「新しい公共」に関する国民の意識や
考え方等について把握するため、国民生
活選好度調査を実施する。
４．新しい公共支援事業の進捗管理のた
め、有識者による運営会議等を開催すると
ともに、事業の分析・評価のための調査を
実施する。

１．「新しい公共」推進会
議の提案を受けた政府
の対応のフォローアップ
２．安全・安心で持続可
能な未来に向けた協働
戦略のフォローアップ
３．国民生活選好度調査
の公表
４．新しい公共支援事業
の適切な進捗管理

「新しい公共」の担い手となる特定非営利
活動法人等の民間非営利組織の自立的
活動を支援する。

・国民の積極的な「公」
への参加による、公的
サービスの無駄のない
供給に向け、ＮＰＯ等が
自ら資金調達し、自立的
に活動することが可能と
なる。
・ＮＰＯ等の民間非営利
団体が主導する「新しい
公共」による被災地域の
復興を促進する。

施策⑨　「新しい公共」の自律的な発展の促進のための環境整備
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

新しい公共の場への参
加組織数

3000団体
（23-24年度の
累計）
（平成23年度：
1500団体）

・当該施策の趣旨は、新しい公共の場の設置促進であるため。
・多様な担い手による協働の仕組みを取り入れた「新しい公共の場作りのためのモデル
事業」に参画する組織数を測定する。
・各県で実施が期待されるモデル事業件数と、一件ごとに求められる参加組織数より、目
標値を設定した。

本事業によりNPO等が実
施した震災復興のため
の取組数（平成23年度第
3次補正予算に係る指
標）

100件
（23-24年度の
累計）
（平成23年度：
40件）

・NPO等が実施した震災復興のための取組数の増加により、「新しい公共」による被災地
域の復興が促進されると考えられるため。
・被災3県で実施が期待されるモデル事業件数より、目標値を設定した。

ＮＰＯホームページへの
アクセス件数

583,162件

平成22年度までの事後評価結果を踏まえ、ＮＰＯホームページのアクセス数の目標値を
3ヶ年度平均以上と設定。

税制改正、法改正の成
果の反映としての認定特
定非営利活動法人数

40法人

平成13年10月より認定特定非営利活動法人制度が施行され、平成24年1月現在243法
人が認定を受けている。平成22年度までの認定数を踏まえ、平成23年６月に成立した平
成23年度分離税制改正法、改正NPO法の成果の反映としての認定特定非営利活動法
人数の目標値を過去3ヶ年度平均以上と設定。

特定非営利活動促進法の適切な施行等
により、市民活動の促進を図るため、必要
な体制整備、情報発信等を行う。

本施策の推進により、
「新しい公共」の担い手
の一つである特定非営
利活動法人の活動を促
す。

施策⑩　　市民活動の促進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

月例経済報告のホーム
ページにおけるアクセス
件数

対前年度
比並

「月例経済報告」を毎月作成しているか、また、その内容が国民に周知されているかを測
る指標として設定。

年次経済財政報告の
ホームページにおけるア
クセス件数

対前年度
比並

質の高い「年次経済財政報告」が作成されたか、また、その内容が国民に周知されてい
るかを測る指標として設定。

日本経済のホームペー
ジにおけるアクセス件数

対前年度
比並

質の高い「日本経済」が作成されたか、また、その内容が国民に周知されているかを測る
指標として設定。

主要な会議等への取り
上げの有無

月例経済報告
等に関する関
係閣僚会議等
にて取り上げ

月々の景気動向が政府部内で共有されているかを測る指標として設定。
※「月例経済報告等に関する関係閣僚会議の開催について」(平成５年８月13日閣議口
頭了解)において、月例経済報告等の聴取等を行うことを目的として、月例経済報告等に
関する関係閣僚会議を随時開催することとされている。

各メディアへの掲載
主要紙にて記
事掲載

我が国の景気動向等が、国民に周知されているかを測る指標として設定。

施策⑪　　国内の経済動向の分析

国内の経済動向について幅広い情報収集
体制の確立や調査を行い、マクロ経済の
現状や経済財政政策の状況を迅速に把握
する。その結果を、主に以下の成果物に取
りまとめ、公表する。
・「月例経済報告」・・・毎月の内外の経済
動向に関する調査分析結果を取りまとめ。
・「年次経済財政報告」（通称「経済財政白
書」）・・・年一回、我が国経済財政の現状
を総合的かつ詳細に分析した結果を取り
まとめ。
・「日本経済」・・・年一回、「年次経済財政
報告」公表後の我が国経済の分析を取り
まとめ。

毎月、「月例経済報告」
を滞りなく作成し、「月例
経済報告等に関する関
係閣僚会議」等に報告
することにより、政府内
での景気認識の共有を
図る。また、「経済財政
白書」を作成の上、年央
を目途に閣議に配布し、
日本経済が抱える課題
の解決等に貢献するとと
もに、年末を目途に「日
本経済」を作成し公表す
る。以上の成果物を、
ホームページ上に掲載
し、広く国民への情報発
信を行うなど、各方面か
らのニーズに対応した質
の高い調査分析結果の
提供に努める。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

「景気ウォッチャー調査」
ホームページのアクセス
件数

対前年度
比並

地域ごとの景気の現状の国民への周知度を推し測る指標として。

「地域経済動向」
ホームページのアクセス
件数

対前年度
比並

地域経済の現状の国民への周知度を推し測る指標として。

「地域の経済」
ホームページのアクセス
件数

対前年度
比並

地域経済の現状及び特色等の国民への周知度を測る指標として。

「景気ウォッチャー調査」
報告書公表日

調査終了後６
営業日

「景気ウォッチャー調査」が毎月遅滞なく公表されているかを測る指標として。

「景気ウォッチャー調査」
報告書の配布箇所数

対前年度比並 「景気ウォッチャー調査」が民間企業等の経済分析に資しているかを測る指標として。

「景気ウォッチャー調査」
マスメディアによる報道
の状況

対前年度比並
「景気ウォッチャー調査」の国民への周知度を測る指標として

「地域経済動向」
報告書公表日

年４回（２，５，
８、11月）

「地域経済動向」が遅滞なく公表されているかを測る指標として。

「地域経済動向」
関係団体、企業へのヒア
リング

対前年度比並
「地域経済動向」が多くの情報が盛り込まれ質の高いものとなっているかを測る指標とし
て。

「地域経済動向」
報告書の配布箇所数

対前年度比並 「地域経済動向」が民間企業等の経済分析に資しているかを測る指標として。

「地域経済動向」
マスメディアにおける報
道の状況

対前年度比並 「地域経済動向」の国民への周知度を測る指標として

施策⑫　　国内の経済動向に係る産業及び地域経済の分析

地域経済の動向や問題点を的確に把握す
るため、地域経済について幅広い情報収
集体制を確立するとともに、地域経済動向
に関する調査を行い、地域の現状に応じ
たきめ細かな政策立案に貢献する。毎月
一回、全国11地域の景気ウォッチャー
2,050人からの景気判断に関する回答を取
りまとめ、「景気ウォッチャー調査」を公表し
ている。四半期に一回、全国11地域の経
済動向について取りまとめ、「地域経済動
向」を作成・公表している。毎年一回、地域
経済を総合的に分析し、特定のテーマに
ついてより深い調査・分析を行い、「地域
の経済」を作成・公表している。

地域経済動向の分析を
広く示すことにより、地域
経済動向の迅速かつ適
切な把握、経済財政政
策の形成、政策論議へ
の貢献等を図る。また、
「景気ウォッチャー調
査」、「地域経済動向」及
び「地域の経済」の作
成・公表、報告書に基づ
く経済財政部局への情
報提供等を実施するとと
もに公表物はホーム
ページに掲載し広く国民
への情報提供に努め
る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

「地域の経済」
報告書公表日

年１回（年度
内）

「地域の経済」が遅滞なく公表されているかを測る指標として。

「地域の経済」
報告書の配布箇所数

対前年度比並 「地域の経済」が民間企業等の経済分析に資しているかを測る指標として。

「地域の経済」
マスメディアにおける報
道の状況

対前年度比並 「地域の経済」の国民への周知度を測る指標として

上記報告書の月例経済
報告等への活用状況

対前年度比並

地域の景気動向が政府部内で共有されているかを測る指標として。
※「月例経済報告等に関する関係閣僚会議の開催について」（平成５年８月13日閣議口
頭了解）において、月例経済報告等の聴取等を行うことを目的として、月例経済報告等に
関する関係閣僚会議を随時開催することとされている。

「世界経済の潮流」のHP
におけるアクセス件数

対前年度並ま
たはそれ以上

海外経済の現状の国民への周知度を推し測る指標として、前年度並またはそれ以上の
ＨＰアクセス数を設定。

主要な会議等への取り
上げの有無

月例経済報告
等に関する関
係閣僚会議等
にて取り上げ

月々の海外経済の現状が政府部内で共有されているかを測る指標として設定。
※「月例経済報告等に関する関係閣僚会議の開催について」(平成５年８月13日閣議口
頭了解)において、月例経済報告等の聴取等を行うことを目的として、月例経済報告等に
関する関係閣僚会議を随時開催することとされている。

各マスメディアへの掲載
主要紙にて記
事掲載

我が国の経済に影響を与える海外経済の動向等が、国民に周知されているかを測る指
標として設定。

施策⑬　海外の経済動向の分析

我が国の経済財政政策運営に資するた
め、海外経済動向・国際金融情勢につい
て、景気判断やマクロ経済政策を中心に
調査・分析を行う。「月例経済報告」の海外
経済部分を作成し、「月例経済報告等に関
する関係閣僚会議」に報告した後に公表し
ている。また、海外経済動向・国際金融情
勢を幅広く、より深く、総合的に分析し、毎
年二回「世界経済の潮流」を作成、公表し
ている。そのほか、ＯＥＣＤ各国経済審査
会合等の国際会議に出席し、会議での議
論と報告書の取りまとめに参画している。

海外経済動向・国際金
融情勢に関する的確な
情報の収集と調査・分析
を行い、我が国の経済
財政政策運営に資する
基礎資料を作成・提出
し、我が国の経済財政
政策の適切かつ機動的
な運営への貢献を図る。
また、「月例経済報告」
や「世界経済の潮流」等
の作成・公表、経済財政
部局への情報提供等を
実施するとともに公表物
はホームページに掲載
し広く国民への情報提供
に努める。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

認定中心市街地活性化
基本計画のうち、国によ
る認定と連携した支援措
置を受けているものの割
合

100% 中心市街地活性化施策では、中心市街地活性化に意欲的に取り組む市町村が計画を
策定し国が認定した場合、国による認定と連携した支援措置（交付率の拡充など）を行う
ことになっている。
認定した全ての計画に対して、認定と連携した支援を行いながら中心市街地の活性化を
推進していくことを目標として100%と設定した。

計画期間が終了した計
画について、期間終了後
に行ったフォローアップ
調査結果のうち、目標を
達成したと回答した市町
村の割合

50% 計画期間終了後に市町村が行うフォローアップ調査において、計画の目標の達成・未達
成を市町村が判断を行う。目標を達成したと回答した市町村の割合を施策の有用性を測
る指標として設定。
計画期間が終了した計画が少なく（H22FYは1件、H23FYは13件）、実績に応じた目標値
設定が出来ないため暫定値として50%と設定した。
なお、年度ごとの目標値については暫定値であり、計画期間終了後の市町村の回答を
踏まえて見直していく。

地域の特性に応じた規制の特例措置の適
用を受けて特定の事業を実施することによ
り、経済社会の構造改革を推進するととも
に地域の活性化を図るため、構造改革特
別区域法に基づき地方公共団体が作成す
る構造改革特別区域計画の認定を行う。

地域の特性に応じた規
制の特例措置を活用し
た独創的な構想の実現
を手助けし、地域特性の
顕在化及び地域活性化
の推進を図る。

構造改革特区計画の認
定件数

32件 ・地域活性化の推進を図る上では、地方公共団体が作成する構造改革特区計画に対す
る認定数が重要であり、かつ、定量的なものであるため、測定指標としたものである。
・平成２１年度～平成２３年度の認定実績を基に規制の特例措置の全国展開化の特定
要因等を控除し、目標値３２件と設定したものである。

　中心市街地の活性化を推進するため、
中心市街地の活性化に関する法律に基づ
き市町村が作成する中心市街地の活性化
に関する施策を総合的かつ一体的に推進
するための基本計画の認定を行う。

　中心市街地の活性化
が地域の社会、経済及
び文化の発展に果たす
役割の重要性に鑑み、
中心市街地における都
市機能の増進及び経済
活力の向上を総合的か
つ一体的に推進すること
を目的とする。

施策②　　構造改革特区計画の認定

施策①　　中心市街地活性化基本計画の認定

政策５　地域活性化の推進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

地域再生計画の認定件
数

100件
（平成23年度：
70件）

・地域再生を推進する上で、地方公共団体にとって活用がしやすい制度であることが重
要であり、かつ、定量的なものであることから、地域再生計画の認定数を測定指標とした
ものである。
・平成21年度～平成23年度の認定実績と特定地域再生事業の創設を考慮し、目標値を
100件と設定したものである。

計画期間が終了した地
方公共団体に対する調
査で、「目標を上回って
いる」「目標どおり」とした
計画の割合

70%

・認定地域再生計画に基づく事業の実施による効果を測定するため、計画に記載された
目標の達成割合を測定指標とした。
・これまでの目標と実績の推移、及び、平成22年度の実績68％を考慮し、目標値を70％
と設定した。

地域再生計画を基に、地方公共団体が行
う自主的かつ自立的な取組みによる地域
経済の活性化、地域における雇用機会の
創出その他の地域の活力の再生を総合的
かつ効果的に推進するため、地域の特性
に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力
ある生活環境の整備を行う。

地域の創意工夫や発想
を起点にし、それを地方
公共団体や国が的確に
後押しできるような省庁
横断的・施策横断的な
観点の施策を内閣として
推進し、地域活性化（地
方再生）を促進する。

事業が完了した地方公
共団体に対するアンケー
ト調査で、「交付金の持
つメリットを効果的に活
用できた」と回答した割
合

70%

・施策を活用して事業を完了させた地方公共団体へアンケートを行うことによって、目標
である地域活性化に対する有用性が測定される。
・関連施策である地域再生計画の認定にかかる設定に準じた。

認定された地域再生計画を基に、事業実
施者が金融機関から当該事業を実施する
うえで必要な資金を借り入れる場合に、国
が当該金融機関を指定したうえで、予算の
範囲内で利子補給金を支給する。
また、特定の政策課題の解決に資する地
域再生計画に記載された事業を実施する
場合は、金融機関が地域再生協議会の構
成員であることを必要としない要件緩和を
行うものである。（法改正予定）

地域再生支援利子補給
金の支援対象となる融
資が行われることによっ
て、地域における雇用創
出その他地域の再生に
資することを目標とす
る。

地域再生支援利子補給
金の支援対象となる融
資の融資額

80億円

平成20年度については、本施策の前身である「日本政策投資銀行の低利融資等」の実
績を参考に、下半期分として目標値を30億円に設定。21、22年度の目標値は通年ベース
として60億円に設定したところ、22年度は目標値を上回る65億円の融資があったことを
踏まえ、23年度は目標値を80億円に変更し、24年度も目標値を80億円に設定した。

施策⑤　　地域再生支援利子補給金の支給

施策③　　地域再生計画の認定

施策④　　地域再生基盤強化交付金の配分計画の策定

自主的かつ自立的な取組による地域の活
力の再生を総合的かつ効果的に推進する
ため、地域再生法に基づき地方公共団体
が作成する地域再生計画の認定を行う。

地域の創意工夫を凝ら
した自主的かつ自立的
な取組を推進すること
で、持続可能な地域の
形成を図る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

少子高齢化・人口減少対応や、環境制約
への対応等の特定の政策課題を設定し、
その解決に資する特定地域再生事業を推
進するため、地域再生法に基づき地方公
共団体が作成する特定の政策課題の解
決に資する地域再生計画の認定を行う。

①我が国の経済社会に
とって共通の課題となっ
ている特定課題の解決
に資する先駆的な取組
を支援することで、地域
再生の戦略的な取り組
みが強化されることを目
標とする。

特定政策課題の解決に
資する地域再生計画の
計画期間が終了した地
方公共団体に対する調
査で、「目標を上回って
いる」「目標どおり」とし
た計画の割合 70%

・特定課題の解決に資する認定地域再生計画に基づく事業の実施による効果を測定す
るため、目標の達成割合を測定指標とした。
・目標値については、これまでの地域再生計画の認定にかかる設定に準じた。

新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）
の21の国家戦略プロジェクトの一つとして
位置付けられた「環境未来都市」構想の実
現を図る。

選定した環境未来都市
において、環境や超高
齢化等の面で、未来に
向けた技術、仕組み、
サービス、まちづくりで世
界トップクラスの成功事
例を創出するとともに、
それらの国内外への普
及展開を図ることを目標
とする。

選定した環境未来都市
が策定する計画のフォ
ローアップの結果、「目標
を上回っている」「目標ど
おり」に該当する評価の
環境未来都市の割合

70%
各環境未来都市が策定する年度毎の計画の達成見込みを平均し、全環境未来都市に
おける達成率を数値目標として設定した。

施策⑥　　特定地域再生計画の推進

施策⑦　環境未来都市の推進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

認定国際戦略総合特別
区域計画について、指定
地方公共団体等に対す
る調査もしくは当該団体
による自己評価で、最終
計画年度の目標値に対
する達成度の平均

10%
（平成28年度ま
でに90％）

指定地方公共団体が自ら定めた認定国際戦略総合特別区域計画について、最終計画
年度の目標値に対する達成度の平均が90％に達することで、制度の目標を概ね達成す
ることとなるとともに、国民への説明責任を果たすことにつながるものとなるから。
なお、目標年度や目標値は指定地方公共団体が自ら定めるとしているため、年度ごとの
目標値については指定申請時における仮定の数値であり、実際に国際戦略総合特別区
域計画が認定された後に見直すこととした。

認定地域活性化総合特
別区域計画について、指
定地方公共団体等に対
する調査もしくは当該団
体による自己評価で、最
終計画年度の目標値に
対する達成度の平均

10%
（平成28年度ま
でに90％）

指定地方公共団体が自ら定めた認定地域活性化総合特別区域計画について、最終計
画年度の目標値に対する達成度の平均が100％に達することで、制度の目標を概ね達
成することとなるとともに、国民への説明責任を果たすことにつながるものとなるから。
なお、目標年度や目標値は指定地方公共団体が自ら定めるとしているため、年度ごとの
目標値については指定申請時における仮定の数値であり、実際に地域活性化総合特別
区域計画が認定された後に見直すこととした。

都市再生特別措置法に基づく都市再生緊
急整備地域において、官民からなる都市
再生緊急整備協議会が都市再生安全確
保計画を作成することを促進する。

都市再生緊急整備地域
において、大規模な地震
が発生した場合におけ
る滞在者等の安全の確
保を図る。

都市再生安全確保計画
を策定する又は策定しよ
うとする都市再生緊急整
備地域数

10地域

・都市再生緊急整備地域において、大規模ターミナル駅周辺など、特に機能の集積が進
み、大地震発生時のリスクが高い地域が10地域程度であるため。

総合特別区域法の下、
産業の国際競争力の強
化及び地域の活性化に
関する施策を総合的か
つ集中的に推進すること
により、国民経済の発展
及び国民生活の向上に
寄与することを目的とす
る。

施策⑧　　総合特区の推進

施策⑨　　都市安全確保計画の策定の促進

総合特別区域において、産業構造及び国
際的な競争条件の変化、急速な少子高齢
化の進展等の経済社会情勢の変化に対
応して、産業の国際競争力の強化及び地
域の活性化に関する施策を総合的かつ集
中的に推進することにより、我が国の経済
社会の活力の向上及び持続的発展を図
る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

地域主権改革に関する施策を推進する

地域主権改革を推進す
るための基本的な政策
に関する施策の実施を
推進する

法案等の内容の地方自
治体への説明

法案等の内容・
分量等
に応じて適時実
施

・地域主権改革に関する法案等につき、当事者である地方側にその内容を説明すること
は、地域主権改革に関する施策の円滑な推進に資する。
・義務付け・枠付けの見直しについては、地方分権改革推進計画（平成21年12月閣議決
定）において、「義務付け・枠付けの見直しに伴い、地方自治体においては、条例の制
定・改正作業など、国等による関与の見直しによる事務処理方法の変更及び計画策定
業務の変更等への対処が必要となることから、地方自治体の円滑な事務処理のために
必要な情報提供を行うこととする」とされており、地域主権戦略大綱（平成22年6月閣議決
定）においても同様の記載がある。
・基礎自治体への権限移譲については、地域主権戦略大綱において、「国は……都道府
県及び市町村に対し、移譲事務の内容や取扱い、留意点等について確実な周知・助言を
行うほか、市町村からの照会や相談に適切に対応していく」とされている。

一括交付金（地域自主戦
略交付金）の配分計画の
策定及びその周知

配分計画の策
定、移替え等に
合わせて周知

・内閣府設置法において「地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施されるもの
として政令で定める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関
すること」が内閣府の事務として定められている。
・一括交付金（地域自主戦略交付金）については、客観的指標等を用いて適正な配分計
画を策定するとともに、これを適切に周知することで地方公共団体による当該交付金の
活用を可能とし、対象事業の範囲で、地方公共団体の自由な事業選択を確保している。

政策６　地域主権改革の推進

施策①　　地域主権改革に関する施策の推進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

原子力委員会は、原子力政策の民主的な
運営等のため原子力基本法に基づき設置
されている。原子力委員会では、我が国の
原子力政策の基本方針である「原子力政
策大綱」を平成17年10月に策定しており、
その後は同大綱に基づく関係府省等の活
動を適時にフォローアップするとともに、必
要に応じて各分野の政策の基本方針を企
画、審議している。
原子力委員会における主要業務は以下の
とおり。
①有識者から成る会議による原子力政策
の基本方針の企画審議
②同方針に基づく原子力の研究、開発及
び利用に関する施策の実施状況の点検・
評価
③国際機関での議論への参画や国際会
議の開催による各国との政策協議の実施
④原子力委員会の活動等に係る国内外へ
の情報発信及び広聴活動の実施

安全の確保を大前提
に、国民の理解を得つ
つ、原子力の研究、開発
及び利用の推進すること
等（詳細は「原子力政策
大綱」第１章１－１を参
照）

原子力政策大綱に盛り
込まれた施策のフォロー
アップ

施策の実施状
況の確認（原子
力委員会政策
評価部会等に
よる施策の実
施状況の確認）

・関係省庁からのヒアリング等を通じ、原子力政策大綱に盛り込まれた施策の進捗状況
を確認することを目標として設定。
・なお、原子力政策大綱については、原子力政策の進捗状況や原子力を取り巻く内外の
諸情勢等を踏まえ、2010年11月に、新たな大綱を策定することを決定し、検討を進めて
いたが、今般の東京電力福島原子力発電所事故を踏まえて、2011年4月に検討の中断
を決定。2011年9月に検討を再開したところであり、事故によって安全に関する取組に対
する国民の信頼が失われるなど原子力発電所を取り巻く社会環境が大きく変化している
状況を踏まえて検討を進めており、夏頃の新たな大綱の策定を目指しているところ。

政策７　科学技術政策の推進

施策①　　原子力研究開発利用の推進（原子力政策大綱）
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

「実用準天頂衛星システム事業の推進の
基本的な考え方」（平成23 年9 月30 日閣
議決定）において、実用準天頂衛星システ
ムの整備に可及的速やかに取り組むとさ
れたことを踏まえ、測位衛星の補完機能
(測位可能時間の拡大）や、測位の精度や
信頼性を向上させる補強機能等を有する
実用準天頂衛星システムを整備・運用す
ることにより、産業の国際競争力強化、産
業・生活・行政の高度化・効率化、アジア
太平洋地域への貢献と我が国プレゼンス
の向上、日米協力の強化及び災害対応能
力の向上等広義の安全保障に資する。

2010 年代後半を目途に
まずは４機体制を整備す
る。将来的には、持続測
位が可能となる７機体制
を目指すこととする。

実用準天頂衛星システ
ムの契約締結による事
業着手

契約締結2件 「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方」（平成23 年9 月30 日閣議決
定）において、2010 年代後半を目途にまずは４機体制を整備する、と決定されたことを踏
まえ、まず、第一段階として４機体制の整備並びに地上システム整備及び運用について
の契約を締結し、事業に着手する。

防災フェア等におけるア
ンケート配布数

500

防災フェア等におけるア
ンケート回収割合

30％以上

防災フェア等におけるア
ンケートで｢有益だった｣
と評価する割合

70％以上

広く国民が日常的に減災のための行動を
とることにより、社会全体の防災力の向上
を目指し、防災知識の普及･啓発に取り組
む。具体的には、9月1日の｢防災の日｣お
よび8月30日から9月5日までの「防災週
間」の期間を中心に、防災フェア、防災ポ
スターコンクール等の各種行事を行うな
ど、防災に対する国民の関心を高め、災害
に対する「備え」を一層強化する。

災害から国民の生命、
財産及び生活を守るた
め、防災フェア・防災ポ
スターコンクール等の普
及・啓発活動を通じて、
防災・減災対策を着実に
推進する。

政策８　宇宙開発利用に関する施策の推進

施策①　　実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用

政策０９　防災政策の推進

施策①　　防災に関する普及・啓発

昨年度の防災フェアにおけるアンケート調査の結果を踏まえて目標値を設定した。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

アジア各国の防災行政
実務担当者に対する短
期研修者数

100名

兵庫行動枠組の実現に向けた取組主体となる各国の動向を把握する一つの目安とし
て、また、我が国があらゆる機会を通じて国際社会に情報発信したことの効果測定のた
めの指標として設定し、少なくともアジア防災センターのメンバー国29か国から各３名以
上を基準として考え、100名/年に対し短期研修を実施することを目標とした。

アジア各国の防災行政
実務担当者に対する短
期研修者の研修への満
足度

―
（基準値を測定
しているため）

有識者委員からのご意見を踏まえ、研修への満足度の基準値を測定するためアンケート
を試行しているところ。適切な基準値測定のため、平成24年度の１年間をかけ満足度の
値を測定する必要がある。現在アンケートの項目・手法等を変えながら測定の準備をして
いるところ。したがって、平成24年度末までに基準値を測定することとし、平成25年度以
降、目標値を設定することとしたい。

アジア防災センターホー
ムページアクセス数

61,000回

ホームページを通じて各国の防災担当者等が必要な災害情報、各国の防災体制を取得
することができるため、国際社会と防災に関する情報共有をしたことの測定のための指
標として設定し、従来のホームページアクセス数を維持することを目標として、数値が判
明している平成21年度と平成22年度の実績値の平均値を目標値とした。

災害発生後の被災者の居住安定及び生
活再建並びに被災地域の再建・復興を迅
速かつ円滑に進めるため、東日本大震災
を踏まえた被災者支援、災害復旧・復興施
策のあり方の検討、住家被害認定基準等
の適正な運用の確保についての検討、災
害時要援護者の生活再建に向けた支援の
あり方の検討、被災者生活再建支援制度
に関する調査等の実施により、国の災害
復旧・復興施策の充実及び地方公共団体
等の対応力の向上を図る。

災害から国民の生命、
財産及び生活を守るた
め、防災・減災対策を着
実に推進する。

都道府県職員を対象とし
た説明会の開催 開催

国の災害復旧・復興施策の充実及び地方公共団体等の対応力の向上のためには、最
新の動向を踏まえた、災害復旧・復興施策に関する認識の共有並びに被災者生活再建
支援制度及び住家の被害認定業務に関する知識の習得が求められる。
このために、全都道府県の職員を対象とした説明会を継続的に開催する必要がある。

施策③　災害復旧・復興に関する施策の推進

防災分野におけるアジアの地域センターと
してのネットワークを有するアジア防災セ
ンターを通じて、アジア各国における災害
対応力の強化、被害の軽減を図っている。
また、2005年１月の国連防災世界会議に
て採択された、「兵庫行動枠組」を推進す
る国連防災戦略活動を総合的・効果的に
実施するため、国連を通じた多国間防災
協力やアジア防災センターを通じた地域防
災協力、中国・韓国などとの政府間防災協
力を通じた国際防災協力を推進する。さら
に、東日本大震災を受けて得られた知見・
教訓を国際社会と共有し、「開かれた復
興」を実現する。

国際防災協力を推進し、
国際社会における災害
による人的・物的被害の
軽減を図る

施策②　国際防災協力の推進

20/53



事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

防災基本計画は，災害対策基本法に基づ
き中央防災会議が作成する防災分野の最
上位計画であり，我が国の災害対策の根
幹をなすものである。
本施策は，近年発生した災害の状況等を
踏まえ，防災上の重要課題を把握し，防災
基本計画に的確に反映させるとともに，そ
の措置状況をフォローアップすることによっ
て，重要課題が常に的確に反映された計
画を確保し，もって防災行政の総合的推進
を図るものである。

災害から国民の生命、
財産及び生活を守るた
め、防災・減災対策を着
実に推進する。

防災基本計画への防災
上の重要課題の的確な
反映

重要課題が的
確に反映された
計画の確保

防災基本計画は、災害対策基本法第34条に基づき、発生した災害の状況及びこれに対
して行われた災害応急対策の効果等を勘案して毎年検討を加え、必要があると認めると
きは、これを修正することとされている。東日本大震災の発生を踏まえ、平成23年12月27
日の中央防災会議において修正を行ったところであるが、その際、今後も、大震災を踏ま
えた各種見直しの反映を含め、継続的に修正を行うこととされたところ。

大規模地震対策、津波災害対策、火山災
害対策、大規模水害対策等について、中
央防災会議等の議論を踏まえ、被害想定
や具体的な対策の検討を行っている。本
事業の成果を活用し、国、自治体、事業者
等が一体となって取り組むための指針を
示した地震対策大綱や各種ガイドライン等
の策定を行い、災害発生時の被害の軽減
や拡大防止を図っている。

近い将来発生する可能
性のある大規模災害に
備え、被害を最小限に食
い止めることを目的とす
る。

大規模地震・津波対策の
推進

南海トラフの巨
大地震に関す
る被害想定の
公表

「東日本大震災からの復興の基本方針」にて「今後の災害への備え」の項目として、中央
防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」
や、東海・東南海・南海地震、首都直下地震対策などが挙げられており、喫緊の対策が
必要である。各省庁や地方公共団体、民間における具体的な防災対策に資するため、
想定される震度分布や津波高のほか、人的被害や建物被害などの被害想定について、
従来のものを見直し早急に示す必要があるため。

施策④　防災行政の総合的推進（防災基本計画）

施策⑤　地震対策等の推進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

沖縄振興に資する事業を沖縄県が自主的
な選択に基づいて実施できる一括交付金
制度が、平成24年度予算において新たに
創設されたところ。県が一括交付金を活用
して沖縄の実情に即したより的確かつ効
果的な施策の展開を図ることができるよ
う、一括交付金の交付を行う。

一括交付金の沖縄県に
対する交付を通じて沖縄
の実情に即した的確か
つ効果的な施策の展開
を図る。

沖縄振興一括交付金（仮
称）の交付

沖縄県からの
交付申請に応
じて適時実施

平成24年通常国会に提出した改正沖縄振興特別措置法案において、国は、沖縄県が提
出する沖縄振興交付金事業計画に基づき、沖縄県に対し交付金を交付することとされて
いる。この一括交付金制度は、沖縄振興に資する事業を沖縄県が自主的な選択に基づ
いて実施するものであり、国があらかじめ、事業実施によって達成されるべき目標を具体
的に定めることは困難であるため、県からの交付申請に応じて交付金の交付を適時に実
施していくことを目標に設定した。

沖縄振興の向かうべき方向と基礎施策を
明らかにするために作成される沖縄振興
計画は、これまで国が決定してきたが、平
成24年度以降においては、県が策定主体
となり、国が計画の推進を支援する仕組み
へ変更することが予定されていることか
ら、計画を効果的に推進するための方策
や、国の支援の在り方について、調査を行
う。

本調査を適切に実施す
ることにより、新たな沖
縄振興策の課題・問題
点を洗い出しながら、検
証・見直しや、各施策が
より有効なものとなるよ
うな方策を見出し、沖縄
の更なる振興を図り、ひ
いては自立的かつ持続
的な発展を実現する。

沖縄振興の推進に関す
る調査の実施（検証・見
直しを含む。）

調査の実施 本調査は沖縄振興の推進に関するものであることから、調査を適切に実施することが、
沖縄の更なる発展に資することにつながるため、調査実施を目標として設定した。

施策①　沖縄の自主性・自律性の確保に係る施策の推進

施策②　沖縄振興計画の推進に関する調査

政策１０　沖縄政策の推進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

地域森林計画書に記載
された治山事業の数量
のうち、着手済の地区数

100地区
（平成23年度：
88地区）

　森林法第５条第１項に基づき沖縄県が作成した地域森林整備計画において、実施すべ
き治山事業の数量について掲げており、平成３１年度（※沖縄北部地域森林整備計画）
までの目標値を定めている。

津波・高潮等による災害
から一定水準以上の安
全性が確保されていない
面積の削減（海岸整備
率）（河川・港湾）

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

公営住宅整備戸数 －
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

下水道処理人口普及率 －
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

配水池標準有効容量の
達成率

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

一般廃棄物のリサイクル
率

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

一般廃棄物の最終処分
率

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

一人当たり公園整備面
積

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

施策③　沖縄における社会資本等の整備

産業の発展を支える道路や空港の整備、
県民生活を支える学校施設、医療施設の
整備及び災害に強い県土づくりなど、社会
資本整備を中心とした沖縄振興開発事業
を実施。

沖縄の置かれた特殊な
諸事情にかんがみ、沖
縄の自立的発展に資す
るとともに、沖縄の豊か
な住民生活の実現に寄
与する。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

農地にかんがい施設が
整備された面積の割合

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

造林面積 －
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

漁船が台風時に安全に
避難できる岸壁整備率

－
　第4次沖縄県社会資本整備計画における目標値を目標としているため、当該計画が決
定次第、本測定指標に係る目標値も追加予定

公立学校施設の耐震化
率

平成27年度ま
でに100％

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第11条の規定に基づき、文部
科学大臣が定める施設整備基本方針（平成23年～27年）において、「平成27年度までの
5年間のできるだけ早い時期に、耐震化を完了させる」とされているため。

10万人対医師数（全国
比）

－
第4次沖縄県福祉保健推進計画における目標値を目標としているため、当該計画が決定
次第、本測定指標に係る目標値も追加予定。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

市町村に対するアドバイ
ザー派遣件数

３件 要望があれば全て実施検討

沖縄振興開発金融公庫
の融資・支援体制に関す
るアンケート調査で、「非
常に良い」「やや良い」と
回答した割合（低金利に
よる資金供給）

70%

沖縄振興計画（総理大臣決定）に基づき、「沖縄振興開発金融公庫においては、沖縄振
興特別措置法に基づく地域指定制度等に対する資金制度を整備し、企業等の積極的な
活用を促進」と記述されていることから、融資対象者からの沖縄振興開発金融公庫の融
資・支援体制に関するアンケート調査で、測定指標で定める各項目において、「非常に良
い」「やや良い」と回答した割合が７０％以上であることを目標としている。

沖縄振興開発金融公庫
の融資・支援体制に関す
るアンケート調査で、「非
常に良い」「やや良い」と
回答した割合（景気動向
や一時的業況の変動に
影響されない安定的な資
金供給）

70%

沖縄振興計画（総理大臣決定）に基づき、「沖縄振興開発金融公庫においては、沖縄振
興特別措置法に基づく地域指定制度等に対する資金制度を整備し、企業等の積極的な
活用を促進」と記述されていることから、融資対象者からの沖縄振興開発金融公庫の融
資・支援体制に関するアンケート調査で、測定指標で定める各項目において、「非常に良
い」「やや良い」と回答した割合が７０％以上であることを目標としている。

沖縄振興開発金融公庫
の融資・支援体制に関す
るアンケート調査で、「非
常に良い」「やや良い」と
回答した割合（固定金利
による長期資金の供給）

70%

沖縄振興計画（総理大臣決定）に基づき、「沖縄振興開発金融公庫においては、沖縄振
興特別措置法に基づく地域指定制度等に対する資金制度を整備し、企業等の積極的な
活用を促進」と記述されていることから、融資対象者からの沖縄振興開発金融公庫の融
資・支援体制に関するアンケート調査で、測定指標で定める各項目において、「非常に良
い」「やや良い」と回答した割合が７０％以上であることを目標としている。

沖縄科学技術大学院大
学論文発表数（Ｐ）

-

大学院大学は、沖縄科学技術大学院大学学園法（平成二十一年七月十日法律第七十
六号）において、国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことで沖縄の振興
及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とするとされている
ことから、当該測定指標を設定することととする。なお、私立学校である大学院大学につ
いては、国が定量的な目標を設定することは困難であるが、当該測定指標について事後
評価を実施することとする。

沖縄科学技術大学院大
学国際ワークショップ、セ
ミナー開催数（Ｐ）

-

同上

施策④　沖縄の特殊事情に伴う特別対策

沖縄の置かれた自然的・歴史的・社会的
な特殊事情に鑑み、その諸課題を解決す
るために必要な対策を実施。

沖縄の特殊事情に鑑
み、沖縄の自立的発展
及び潤いのある豊かな
生活環境の創造を図
る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

沖縄科学技術大学院大
学の県内企業との連携
事業数（Ｐ）

-

同上

地域医療施設とリハビリ
関係施設の整備 平成25年度ま

でに完成予定

「沖縄米軍基地所在市町村に関する懇談会」の提言に基づく事業として、ギンバル訓練
場跡地に、健康診断、がん検診等の受診や放射線治療のできる地域医療施設と運動療
法等のできるリハビリ関係施設を整備するが、平成２５年度末の完成予定であるため、定
量的な測定指標は示せない。

沖縄不発弾等対策事業
の実施状況（不発弾等処
理事業の実施件数）

5箇所

沖縄不発弾等対策事業
の実施状況（広域探査発
掘事業の実施地区数）

2地区

沖縄不発弾等対策事業
の実施状況（市町村支援
事業の実施件数）

14箇所
（平成23年度：
９箇所）

沖縄不発弾等対策事業
の実施状況（特定処理事
業における事故発生件
数）

0件
不発弾等をできる限り早期に処理し、事故防止等を図るために、発見された不発弾等の
撤去の際に必要となる土のう積等の防護壁を設置し、安全の確保を図り、特定処理事業
において事故が起こらないことを目標としている。

対馬丸遭難学童遺族給
付事業に係る支給の実
施状況
（当該年の9月又は当該
年度の末月までに誤りな
く支給を完了した件数の
割合）

100%
対馬丸の遭難に伴い死亡した学童の遺族に弔意を表し、慰籍するという事業の趣旨を踏
まえ、適正、円滑に特別支出金の支給が実施されているか否かを目標としている。

なお多くの不発弾等が地中に埋没していると推測され、不発弾等をできる限り早期に処
理し、事故防止等を図るために今後も事業を推進する必要があることから、市町村が単
独で行う公共工事の計画を各市町村に照会するとともに、これまでの探査・発掘の実績
等を基に目標を設定している。

施策⑤　沖縄の戦後処理対策
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

対馬丸平和祈念事業の
語り部の講演回数

100回

遺族や生存者の高齢化が進むなか、沖縄戦の悲劇の象徴である対馬丸事件を後世代
に伝えるとともに、遭難学童への哀悼と平和を祈念するため、対馬丸記念会が対馬丸記
念館の内外で行う語り部の講演回数を指標とし、過去５年間の講演回数の平均値を目標
としている。

対馬丸平和祈念事業の
語り部に係るアンケート
調査において有益とする
者の割合

90%
遺族や生存者の高齢化が進むなか、沖縄戦の悲劇の象徴である対馬丸事件を後世代
に伝えるとともに、遭難学童への哀悼と平和を祈念するため、本事業を有益とする者の
割合を指標とし、その割合が90％以上であることを目標としている。

沖縄戦関係資料閲覧室
の利用状況（ホームペー
ジ利用件数）

80,000件

沖縄戦関係資料閲覧室
の利用状況（来室者数）

320人

位置境界明確化事業の
実施状況（認証面積率）

前年度比増
関係地主との十分な合意形成を図り、位置境界の明確化を実施していく必要があるた
め、認証面積率の上昇を目標としている。

所有者不明土地の全筆
確定状況（基礎調査実
施率）

100%
所有者不明土地問題の解決のための課題等の把握のため、所有者不明土地の全筆を
確定させる必要がある。

所有者不明土地問題解
決に向けた課題の抽出
のためのサンプル調査
実施状況（サンプル抽出
地の調査実施率）

100%
所有者不明土地問題の解決に向けた課題等の把握のため、サンプル調査等を実施する
必要がある。

多くの尊い命が失われた沖縄戦について、一般の理解に資するため、閲覧室のホーム
ページの利用件数及び来室者数を測定指標とし、これまでの利用実績を基に目標を設
定している。

先の大戦において、国内最大の地上戦が
行われた沖縄の歴史的背景等を踏まえ、
不発弾等処理対策や土地の位置境界明
確化事業等の推進を図る。

沖縄の置かれた特殊な
諸事情にかんがみ、沖
縄の自立的発展に資す
るとともに、沖縄の豊か
な住民生活の実現に寄
与する。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

平成22年４月に施行された「子ども・若者
育成支援推進法（平成21年法律第71号）」
に基づく大綱として、施策の基本的な方針
等を定めた「子ども・若者ビジョン」（平成22
年7月23日子ども・若者育成支援推進本部
決定）が策定されたことを受け、その総合
的な推進を図る。

子ども・若者が生き生き
と幸せに、社会の形成者
として健やかに成長する
よう支援するとともに、学
校、家庭、地域等が連
携・協力して子ども・若者
の育成支援に取り組む
社会の実現。

「子ども・若者ビジョン」に
盛り込まれた施策の進
捗状況の検証及び効果
的施策の立案

施策の進捗状
況の確認

子ども・若者育成支援の総合的・計画的推進にあたっては、政府が実施すべき施策の指
針として決定（子ども・若者育成支援推進本部決定）された子ども・若者ビジョンに盛り込
まれた施策を着実に推進していくことが必要である。このため、ビジョンに基づく施策の進
捗状況を確認・検証し、施策の立案に活かしていくことが子ども・若者育成支援の総合的
推進につながることから、測定指標とすることとした。

平成21 年４月に施行された「青少年が安
全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律」（平成20 年法
律第79 号。いわゆる「青少年インターネッ
ト環境整備法」）に基づき策定された「青少
年が安全に安心してインターネットを利用
できるようにするための施策に関する基本
的な計画」（平成21 年６月30 日インター
ネット青少年有害情報対策・環境整備推進
会議決定）においては、青少年が安全に
安心してインターネットを利用できるように
するため、国が取り組むべき施策を定めて
いる。基本計画に基づき、国、地方公共団
体、民間団体等が連携して青少年のイン
ターネット利用環境整備のための施策を総
合的かつ効果的に推進する。

青少年が適切なインター
ネット活用能力を身につ
けるとともに、青少年が
インターネットを利用して
青少年有害情報を閲覧
する機会が最小化され、
もって青少年が安全に
安心してインターネットを
利用できる環境が整備さ
れる。

青少年インターネット環
境整備基本計画に盛り
込まれた施策の進捗状
況の検証及び効果的施
策の立案

施策の進捗状
況の確認

青少年インターネット環境整備環境施策の推進に当たっては、政府が実施すべき施策の
指針として決定された青少年インターネット環境整備基本計画に盛り込まれた施策を着
実に推進していくことが必要である。このため、当計画に基づく施策の進捗状況を確認・
検証し、施策の立案に活かしていくことが青少年インターネット環境整備の総合的推進に
つながることから、測定指標とすることとした。

施策①　子ども・若者育成支援の総合的推進（子ども・若者ビジョン）

政策１１　共生社会実現のための施策の推進

施策②　青少年インターネット環境整備の総合的推進（青少年インターネット環境整備基本計画）
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

我が国は、平成17年、総人口が減少に転
じる人口減少社会を迎えた。急速な少子
化の進行と人口減少は、国や社会の存立
基盤に関わる重大な問題であり、制度・政
策・意識改革など少子化対策の効果的な
再構築・実現を図ることが求められてい
る。
このために少子化社会対策基本法（平成
15年法律第133号）に基づき策定された
「子ども・子育てビジョン」（平成22年1月29
日閣議決定）等に基づき、これまで少子化
社会対策を総合的に推進してきたところで
ある。

「子ども・子育てビジョン」
においては、平成26年ま
での今後５年間を目途と
した施策の数値目標を
盛り込んでおり、今後の
この数値目標達成を目
指して施策を推進してい
く。

子ども・子育てビジョンに
盛り込まれた施策の進
捗状況の検証及び効果
的施策の立案

施策の進捗状
況を確認

子ども・子育て支援施策の推進に当たっては、政府が実施すべき指針として閣議決定さ
れた子ども・子育てビジョンに盛り込まれた施策を着実に推進していくことが必要である。
このため、当ビジョンに基づく施策の進捗状況を確認・検証し、施策の立案に活かしてい
くことが子ども・子育て支援の総合的推進につながることから、測定指標とすることとし
た。

子育てしやすい環境づく
りについて関心がある人
の割合

75%

・少子化対策基本法第１７条第２項において、「国及び地方公共団体は、安心して子ども
を生み、育てることができる社会の形成について国民の関心と理解を深めるよう必要な
教育及び啓発を行うものとする。」とされていることや、少子化は子育て家庭だけではな
く、国民一人一人に関わる問題であることから当該測定指標を設定した。
・平成２２年度の実績値は６９．２％で、目標値８５％以上との大幅な乖離があったこと及
び「子ども・子育てビジョン」の各種施策の数値目標が平成26年度とされており、これら施
策の効果は年々徐々に国民意識に反映されていくと思われるため、目標年度を26年度
（８５％）とし、それまでの間の年度ごとの目標値については、毎年度５％ＵＰとする。

青少年の育成・支援活動
に参加している、又は参
加したいと思う人の割合

40%以上

子ども・若者育成支援推進法第10条において、子ども・若者育成支援については、広く国
民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参
加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとされており、
施策を推進するためには、国民一人ひとりの取り組みが重要であることから、当該測定
指標を設定した。また、目標値の水準については、平成22年度政策評価事後評価結果
を踏まえ設定。

調査研究結果の有用
性、活用状況の検証

活用状況等の
確認

・調査研究については、国民の注目度や関連施策の今後の方向性に沿ったものとなるよ
う留意して実施しており、調査研究結果についての有用性や活用状況について検証する
ことが重要。
・調査研究結果については、白書や他機関での利用状況、マスコミ報道等の状況及び反
響を把握することにより、その有用性や活用状況を検証し、次年度以降の調査研究に活
用する。

　子ども・子育て支援、子ども若者育成支
援に関する施策について、必要な調査研
究を実施し、情報の収集、分析を行い、そ
の結果をホームページ等での提供を行う。
また、啓発活動や研修を実施することによ
り、人材の養成及び資質の向上を図ること

に等により国民の理解促進を図る。

　子ども・子育て支援、
子ども・若者育成支援に
関する施策について、社
会全体で子どもと子育て
を支援することの重要性
について国民の理解を
促すとともに、学校、家
庭、地域等が連携協力
して取り組む社会の実

現。

施策③　子ども・子育て支援の総合的推進（子ども・子育てビジョン）

施策④　子ども・子育て支援、子ども・若者育成支援に関する広報啓発、調査研究等
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

食育推進施策の進捗状況の検証及び効
果的施策の立案

第２次食育推進基本計
画においては、平成27
年度までの達成を目指
す数値目標を盛り込ん
でおり、今後、この数値
目標達成を目指して施
策を着実に推進してい
く。

食育推進基本計画に盛
り込まれた施策進捗状
況の検証及び効果的施
策の立案

施策の進捗状
況を確認

食育に関する施策の推進に当たっては、政府が実施すべき施策の指針として決定された
第２次食育推進基本計画（食育推進会議決定）に盛り込まれた施策を着実に推進してい
くことが必要である。このため、当計画基づく施策の進捗状況を確認・検証し、施策の立
案に活かしていくことが食育の総合的推進につながることから、測定指標とすることとし
た。

食育に関心を持っている
国民の割合

90%以上

食育を国民運動として推進し、成果を挙げるためには、国民一人一人が自ら実践を心掛
けることが必要であり、より多くの国民に食育に関心を持ってもらうことが欠かせないこと
から、食育に関心を持っている国民の割合の増加を目標とする。
第２次食育推進基本計画（食育推進会議決定）において、食育に関心を持っている国民
の割合については、今後５年間で90%以上とすることを目指すとされていることから、各年
度の目標値を90%以上とする。

調査研究結果の有用
性、活用状況の検証

活用状況等の
確認

・調査研究については、国民の注目度や関連施策の今後の方向性に沿ったものとなるよ
う留意して実施しており、調査研究結果についての有用性や活用状況について検証する
ことが重要。
・調査研究結果については、白書や他機関での利用状況、マスコミ報道等の状況及び反
響を把握することにより、その有用性や活用状況を検証し、次年度以降の調査研究に活
用する。

施策⑤　食育の総合的推進（食育推進基本計画）

施策⑥　食育に関する広報啓発、調査研究等

食育基本法及び第２次食育推進基本計画
に基づく施策を実施し、食育に対する国民
の理解を促進する。

食をめぐる諸課題や食
育の意義や必要性等に
ついて広く国民の理解を
深め、あらゆる世代、
様々な立場の国民が、
自ら食育に関する活動
を実践できるよう、具体
的な実践や活動を提示
して理解の増進を図る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

高齢社会対策基本法（平成７年法律第129
号）に基づき策定された「高齢社会対策大
綱」（平成13 年12 月28 日閣議決定）で
は、国が推進すべき施策分野として「就
業・所得」、「健康・福祉」、「学習・社会参
加」、「生活環境」及び「調査研究等の推
進」の５分野を定めている。大綱に基づき、
国、地方公共団体、民間団体等と連携して
高齢社会対策を総合的に推進するため、
「高齢社会白書」を発行する。

高齢社会対策を総合的
に推進して、国民一人一
人が長生きして良かった
と誇りを持って実感でき
る、心の通い合う連帯の
精神に満ちた豊かで活
力のある社会の確立に
寄与する。

高齢社会対策の総合的
推進（高齢社会対策大
綱）に盛り込まれた施策
の進捗状況の検証及び
効果的施策の立案

施策の進捗状
況の確認

高齢社会対策の総合的・計画的推進にあたっては、政府が実施すべき施策の指針として
閣議決定された高齢社会対策大綱に盛り込まれた施策を着実に推進していくことが必要
である。このため、大綱に基づく施策の進捗状況を確認・検証し、施策の立案に活かして
いくことが高齢社会対策の総合的推進につながることから、測定指標とすることとした。

社会参加したいと思う高
齢者の割合

前年度以上

・「社会参加活動等の事例紹介事業」、「高齢社会フォーラム」などを、高齢者の社会参加
促進等のために実施しているため設定。平成22年度から取り入れた指標であり、目標値
を前年度以上とし、今年度も引き続き測定指標として設定。
・平成22年度は目標値70％を上回ってはいるものの、結果に世代間でのばらつきもあり、
本指標を今後も全体として測定することが重要。

調査研究結果の有用
性、活用状況の検証

活用状況等の
確認

・調査研究については、国民の注目度や関連施策の今後の方向性に沿ったものとなるよ
う留意して実施しており、調査研究結果についての有用性や活用状況について検証する
ことが重要。
・調査研究結果については、白書や他機関での利用状況、マスコミ報道等の状況及び反
響を把握することにより、その有用性や活用状況を検証し、次年度以降の調査研究に活
用する。

高齢社会対策基本法及び高齢社会対策
大綱に沿って、高齢社会対策の総合的な
推進を図るため、地方公共団体・ＮＰＯと
連携し、「社会参加活動等の事例紹介事
業」、「高齢社会フォーラム」など、高齢社
会対策に関する普及・啓発のための事業
および意識調査等を実施する。

高齢社会対策に関する
広報啓発、調査研究等
を通じ、高齢社会対策の
推進に寄与する。

施策⑦　高齢社会対策の総合的推進（高齢社会対策大綱）

施策⑧　高齢社会対策に関する広報啓発、調査研究等
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

バリアフリーの認知度 100%

国民誰もが、障害者や高齢者等の自立した日常生活や社会生活を確保することの重要
性について理解を深め、自然に支え合うことができるようにするため、バリアフリーの認
知度の増加を目標とする。
バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱（バリアフリー・ユニバーサルデザインに関
する関係閣僚会議決定）において、バリアフリーの認知度については、平成24年度に
100%とすることとされていることから、目標値は100%とする。

調査研究結果の有用
性、活用状況の検証

活用状況等の
確認

・調査研究については、国民の注目度や関連施策の今後の方向性に沿ったものとなるよ
う留意して実施しており、調査研究結果についての有用性や活用状況について検証する
ことが重要。
・調査研究結果については、白書や他機関での利用状況、マスコミ報道等の状況及び反
響を把握することにより、その有用性や活用状況を検証し、次年度以降の調査研究に活
用する。

障害者基本法（昭和45年法律第84号）に
基づき策定された「障害者基本計画」（平
成14年12月24日閣議決定）では、国が取
り組むべき施策分野として「啓発・広報」、
「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、
「雇用・就業」、「保健・医療」、「情報・コミュ
ニケーション」及び「国際協力」の８分野を
定めている。基本計画に基づき、国の行政
機関をはじめとした関係諸機関が連携・協
力し、それぞれの施策の総合的かつ計画
的な推進を図る。また、障害者基本法が23
年8月に改正され、１年以内に障害者政策
委員会が設置され、施策の総合的推進が
一層進む予定である。

障害者基本計画に定め
られた、個別施策分野
等について計画の最終
年度である今年度末ま
でにその内容を着実に
推進する。

障害者施策の推進状況
の検証及び効果的施策
の立案

施策の推進状
況を確認し、次
期計画へ反映

障害者施策の総合的・計画的推進にあたっては、政府が実施すべき施策の指針として閣
議決定された障害者基本計画に盛り込まれた施策を着実に推進していくことが必要であ
る。このため、計画に基づく施策の進捗状況を確認・検証し、施策の立案に活かしていく
ことが障害者施策の総合的推進につながることから、測定指標とすることとした。

社会全体のバリアフリー・ユニバーサルデ
ザインに関する取組を一層推進するため、
「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進
要綱」に基づき、その推進に関して功績の
あった者に対する表彰による優れた取組
の普及・啓発の促進を図る。

バリアフリー・ユニバー
サルデザイン推進要綱
に基づく施策を着実に推
進する。

施策⑩　障害者施策の総合的推進（障害者基本計画）

施策⑨　バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進に関する広報啓発、調査研究等
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

共生社会の認知度
　　・世代全体

50%以上

共生社会の認知度
　　・若者（20歳代）

50%以上

調査研究結果の有用
性、活用状況の検証

活用状況等の
確認

・調査研究については、関連施策に活用されるものとなるよう留意して実施しており、調
査研究結果についての有用性や活用状況について検証することが重要。
・調査研究結果については、有識者等による会議における活用や白書や他機関での利
用状況、マスコミ報道等の状況及び反響を把握すること等により、その有用性や活用状
況を検証し、次年度以降の調査研究に活用する。

障害者基本計画の後期重点施策５か年計
画においては、障害者が地域において自
立して生活し、障害の有無にかかわらず、
国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支
え合う「共生社会」の理念の普及を図るた
め、障害及び障害者に関する国民理解を
促進し、併せて障害者への配慮等につい
て国民の強力を得るため、「共生社会」の
周知度の目標として平成２４年度までに世
代全体の５０％以上、若者（２０代）の５０％
以上を目指し、幅広い国民の参加による
啓発・広報活動を強力に推進することとし
ており、障害者基本法を踏まえ策定された
「障害者週間の実施について」（平成16 年
12 月１日障害者施策推進本部決定）に基
づき、障害や障害のある人に対する国民
の関心、理解を深めるとともに、障害のあ
る人の社会参加の意識の高揚を図るた
め、毎年12 月３日から９日までの１週間を
「障害者週間」とし、前後の期間を含め、全
国で、官民にわたって多彩な行事を集中
的に実施するなど、積極的な啓発・広報活
動を実施する。
障害の有無にかかわらず、国民誰もが相
互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社
会」の実現は、重要な課題となっている。

障害の有無にかかわら
ず、国民誰もが相互に

人格と個性を尊重し支え
合う共生社会の実現に
向け、共生社会の考え
方の国民への周知を図

ること。

施策⑪　障害者施策に関する調査研究・連携推進等

障害者基本計画（平成15年度～24年度）の後期５か年計画（20年度～24年度）におい
て、障害者が地域において自立して生活し、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互
に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図るため、障害及び障害者
に関する国民理解を促進し、併せて障害者への配慮等について国民の強力を得るた
め、「共生社会」の周知度の目標として平成１８年度の世論調査結果から、平成２４年度
までに世代全体の５０％以上、若者（２０代）の５０％以上を適当なものとして目指し、幅広
い国民の参加による啓発・広報活動を強力に推進することとした。また、計画終了後もさ
らに高い目標を新たに設定する予定。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

　交通安全対策基本法（昭和45年法律第
110号）に基づき策定された「第９次交通安
全基本計画」（平成23年３月31日中央交通
安全対策会議決定）では、平成23年度か
ら平成27年度までの５年間に講ずべき交
通安全に関する施策の大綱を定めてい
る。同基本計画に基づき、国の関係行政
機関及び地方公共団体においては、交通
の状況や地域の実態に即して、交通の安
全に関する施策を具体的に定め、これを
強力に推進する。

　第９次交通安全基本計
画の各種交通安全施策
を実施することにより、
安全で安心な社会の実
現を図るための交通安
全の確保に努める。

交通安全施策の進捗状
況の検証及び効果的施
策の立案

施策の推進状
況を確認

交通安全対策の総合的・計画的推進にあたっては、政府が実施すべき施策の指針として
決定（中央交通安全対策会議）した第９次交通安全基本計画に盛り込まれた施策を着実
に推進していくことが必要である。このため、計画に基づく施策の進捗状況を確認・検証
し、施策の立案に活かしていくことが交通安全対策の総合的推進につながることから、測
定指標とすることとした。

普段から交通安全を意
識していると思う人の割
合

100%
（平成23年度：
90％）

・国民の意識調査で「普段から交通安全を意識していると思う人」の割合が10割に達する
ことで、国民の交通安全意識が高いことが裏付けられるため。

自動車の運転、自転車
の運転や歩行の際に、
交通事故を起こさない、
交通事故に遭わない行
動をしている人の割合

100%
（平成23年度：
90％）

・国民の意識調査で「交通事故を起こさない、交通事故に遭わない行動をしている人」の
割合が10割に達することで、国民の交通安全意識が高いことが裏付けられるため。

調査研究結果の有用
性、活用状況の検証

活用状況等の
確認

・調査研究については、国民の注目度や関連施策の今後の方向性に沿ったものとなるよ
う留意して実施しており、調査研究結果についての有用性や活用状況について検証する
ことが重要。
・調査研究結果については、白書や他機関での利用状況、マスコミ報道等の状況及び反
響を把握することにより、その有用性や活用状況を検証し、次年度以降の調査研究に活
用する。

　内閣府で実施する各
種交通安全施策を実施
することにより、安全で
安心な社会の実現を図
るための交通安全の確
保に努める。

施策⑫　交通安全対策の総合的推進（交通安全基本計画）

施策⑬　交通安全対策に関する広報啓発、調査研究等

　第９次交通安全基本計画及び平成24年
度内閣府交通安全業務計画に基づき、道
路交通の安全に関する調査研究の推進を
図るとともに、交通安全思想の普及・啓発
を図り、交通ルールの遵守と正しいマナー
の実践を習慣付けるため「春・秋の全国交
通安全運動」、「交通指導員等交通ボラン
ティア支援事業」などの各種事業を、関係
省庁・都道府県・政令指定都市・関係団体
等と連携を図りつつ推進する。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

犯罪被害者等基本計画策定等に関し各種
会議を運営し、総合調整を図るとともに、
同計画に盛り込まれた施策の進捗状況を
確認する。

犯罪被害者等の権利利
益の保護が図られる社
会の実現に向けた幅広
い取組の実現

犯罪被害者等施策の進
捗状況の検証

施策の進捗状
況を確認

犯罪被害者等施策の総合的・計画的推進に当たっては、政府が実施すべき施策の指針
として閣議決定された犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた施策を着実に推進していく
ことが必要である。このため、計画に基づく施策の進捗状況を確認・検証し、施策の立案
に活かしていくことが犯罪被害者等施策の総合的推進につながることから、測定指標と
することとした。

犯罪被害者白書の作成及び各種調査を実
施し、各課題に係る情報・データを把握、
蓄積するとともに、ホームページへの掲載
等を行う。

国民及び関係者が犯罪
被害者等施策に対する
理解や関心を深めるとと
もに、地域における犯罪
被害者等支援に関する
取組に向けた気運が醸
成される。

犯罪被害者支援に関心
を持っている人の割合

100%
（平成23年度：
60％）

犯罪被害者等に関する広報啓発については、常々100％を目指していくもの。

自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱
に基づき、自殺対策を総合的に推進する。

自殺対策を総合的に推
進して、国民が健康で生
きがいを持って暮らすこ
とのできる社会の実現に
寄与する。

自殺対策の進捗状況の
検証及び効果的施策の
立案

施策の進捗状
況の確認

自殺対策の総合的・計画的推進にあたっては、政府が実施すべき施策の指針として閣議
決定された自殺総合対策大綱に盛り込まれた施策を着実に推進していくことが必要であ
る。このため、大綱に基づく施策の進捗状況を確認・検証し、施策の立案に活かしていく
ことが自殺対策の総合的推進につながることから、測定指標とすることとした。

施策⑭　犯罪被害者等施策の総合的推進（犯罪被害者等基本計画）

施策⑮　犯罪被害者等施策に関する調査研究・連携推進等

施策⑯　自殺対策の総合的推進（自殺総合対策大綱）
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

自殺対策は自分自身に
関わる問題であると思う
人の割合

40％以上

自殺対策基本法第12条において、自殺防止等に関する国民の理解を深めるよう必要な
施策を講ずるものとされており、また、自殺総合対策大綱においても、国民一人ひとりが
自殺予防の主役となるよう取り組むこととされていることから、自殺対策に関する普及啓
発など理解促進事業を実施することが必要であるが、その効果を測定するに当たって
は、自殺対策を身近な問題として捉え理解する人の割合を測定指標とすることが適当で
あると思料。また、目標値の水準については、平成22年度政策評価事後評価結果を踏ま
え設定。

自殺統計分析の実施に
よる自殺の実態把握

自殺統計分析
の実施

自殺対策を効果的に実施するためには、まずは我が国における自殺の実態を把握する
ことが必要であることから、調査研究の根幹となるデータを得るための自殺統計分析の
実施を測定指標とすることが適当であると思料。

青年国際交流事業の各
事業における参加青年
アンケート調査におい
て、事業参加が青年本
人の将来に役立つと思う
者の割合

90%

青年国際交流事業は、事業を通じて培われた国際的な視野やディスカッション能力、ネッ
トワークを用いて国際化の進む社会の各分野で活躍できる青年の育成を促すことを目標
している。このため、事業終了後に参加青年に対して、事業参加が青年本人の将来に役
立つものであったと思う者の割合を測定することとし、その大部分が役立つと思う割合と
して、90％以上となることを目標値とすることとした。

青年国際交流事業の各
事業における参加青年
アンケート調査におい
て、事業を通じて参加青
年本人と参加国の人々
と相互理解と友好が深
まったと思う人の割合

90%

青年国際交流事業においては、事業を通じた参加青年相互の交流や、派遣・招へいに
おける日本や参加国（寄港地を含む）での様々な交流により、参加青年本人と参加国の
人々との相互理解を友好を深めることを目標としているものである。このため、事業終了
後に参加青年に対して、事業参加を通じて参加青年本人と参加国の人々との相互理解
と友好が深まったと思う人の割合を測定することとし、その大部分が役立つと思う割合と
して、90％以上となることを目標値とすることとした。

施策⑱　青年国際交流の推進

自殺対策を効果的に実施し、また、国民の
理解促進を図るため、必要な広報啓発、
調査研究等の事業を実施する。

自殺対策に関する広報
啓発、調査研究等を通
じ、自殺総合対策の推
進に寄与する。

日本青年を海外に派遣し、または外国青
年を日本に招へいし、あるいは日本青年と
外国青年が船内で共同生活を行うことに
より、ディスカッション等を通じた日本と諸
外国の青年の交流を行い、青年相互の理
解と友好を促進するとともに、青年の国際
的視野を広めて、国際協調の精神を養
い、次代を担うにふさわしい国際性とリー
ダーシップを備えた青年を育成する。

・本施策の推進により、
国際化の進む社会の各
分野で活躍できる青年
の育成を促す
・事業を通じた参加青年
相互の交流や、日本や
参加国（寄港地含む）で
の様々な交流により、参
加青年と参加国の人々
との相互理解と友好関
係の深化を推進する。

施策⑰　自殺対策に関する広報啓発、調査研究等
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

春秋叙勲の発令数
春秋ごと概ね
4,000名

わが国の歴史と文化を象徴する制度であり、日本国憲法第７条に規定する天皇の国事
行為としての栄典の授与の確実かつ安定した実施のため、受章者の予定数について
は、春秋叙勲候補者推薦要綱（平成15年閣議報告）において「毎回おおむね4,000名」と
規定されている。

危険業務従事者叙勲の
発令数

毎回の発令ご
と概ね3,600名

わが国の歴史と文化を象徴する制度であり、日本国憲法第７条に規定する天皇の国事
行為としての栄典の授与の確実かつ安定した実施のため、受章者の予定数について
は、危険業務従事者叙勲受章者の選考手続きについて（平成15年閣議了解）において
「毎回おおむね3,600名」と規定されている。

春秋褒章の発令数
春秋ごと概ね
800名

わが国の歴史と文化を象徴する制度であり、日本国憲法第７条に規定する天皇の国事
行為としての栄典の授与の確実かつ安定した実施のため、受章者の予定数について
は、褒章受章者の選考手続きについて（平成15年閣議了解）において「毎回おおむね800
名」と規定されている。

発令日
春：4月29日
秋：11月3日

わが国の歴史と文化を象徴する制度であり、日本国憲法第７条に規定する天皇の国事
行為としての栄典の授与の確実かつ安定した実施のため、発令日については、勲章及
び文化勲章各受章者の選考手続きについて（昭和53年閣議了解）等において「春にあっ
ては４月２９日、秋にあっては１１月３日に」と規定されている。

「一般推薦制度」に係る
ホームページへのアクセ
ス数

前年度比増
国民が「一般推薦制度」の概要を認識することにより、人目につきにくい分野において真
に功労のある人など春秋叙勲の候補として把握するため、「一般推薦制度」に係るホー
ムページへのアクセス数を前年度比増とする。

栄典は、日本国憲法第７条に規定する国
事行為として、内閣の助言と承認の下に天
皇陛下から授与されるものであり、これに
関連する審査、伝達等の事務を行う。

政策１２　栄典事務の適切な遂行

施策①　栄典事務の適切な遂行

適切な審査を行うととも
に、春秋叙勲候補者推
薦要綱（平成１５年閣議
報告）等に定められた総
数の発令に努める。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

男女の多様な生き方を
認める割合
（「男女共同参画社会に
関する世論調査」におけ
る固定的性別役割分担
意識に対して「反対」「ど
ちらかといえば反対」とい
う回答の割合）

57%
（平成23年度：
56％）

・男女共同参画に関する国民の認識の深さを具体化したものである。
・昨年度以上のパーセンテージを目指す。

内閣府男女共同参画局
ホームページへのアクセ
ス件数

34000件/月
（平成23年度：
33000件/月）

・男女共同参画に関する国民の認識の深さを具体化したものである。
・昨年度以上のアクセス件数を目指す。

総合情報誌「共同参画」
に関するアンケートの肯
定的な評価の割合

70%以上
・男女共同参画に関する意識の高さを具体化したものである。
・肯定的な読者数の維持を目指す。

施策①　男女共同参画に関する普及・啓発

男女共同参画社会を形成するに当たって
は、人々の中に根付く性別に基づく固定的
な役割分担意識が障害となっており、男女
共同参画についての一般国民の理解や認
識を深める必要がある。そのためには、国
から積極的な広報・啓発を行うとともに、地
方公共団体及び民間団体への情報提供
により男女共同参画に関する取組を支援
することが重要である。
本施策では、「男女共同参画週間」の実
施、広報誌及びホームページでの情報提
供、各種表彰の実施による人材育成等を
通じて広報・啓発活動を行う。

男女共同参画社会の形
成についての基本理念
に関する国民の理解を
深める。

政策１３　男女共同参画社会の形成の促進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

「男女共同参画フォーラ
ム」におけるアンケートの
肯定的な評価の割合

80%

・アンケートにおける参加者からの意見を踏まえ、毎年度プログラム等の見直しを行うこ
とで、参加者の満足度を上げ効率のよい開催が期待できることから当指標の設定を行っ
た。
・平成22年度事後評価結果を踏まえ、「男女共同参画フォーラム」におけるアンケートで
の肯定的な評価の割合を８０％と設定した。

「男女共同参画苦情処理
研修」における肯定的な
評価の割合

80%

・アンケートにおける参加者からの意見を踏まえ、毎年度プログラムの見直しを行うこと
で、研修のより高い効果を期待できることから当指標の設定を行った。
・平成22年度事後評価結果を踏まえ、「男女共同参画苦情処理研修」におけるアンケート
での肯定的な評価の割合を80％と設定した。

地域における男女共同
参画促進の取組事例収
集件数

100件以上

・地域における男女共同参画の促進については、緊急の課題として取組が必要である震
災支援状況調査を行うこととしており、幅広い事例の収集が見込まれる。
また、平成22年度事後評価結果を踏まえ、地域における男女共同参画促進の事例収集
件数を100件以上と設定した。

「国・地方連携会議ネット
ワークを活用した男女共
同参画推進事業」におけ
るアンケートの肯定的な
評価の割合 及び 新規
共催団体数

80％

1団体

・「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」とは、内閣府が、男
女共同参画推進連携会議の構成団体（93団体（平成23年8月16日現在））や地域版男女
共同参画推進連携会議（12団体（同））と共催し、そのときの男女共同参画の課題に関連
したセミナー、シンポジウム等を開催することにより、当該構成団体において男女共同参
画の理解を深めることを目的としたもの。
・平成19年度より毎年度開催しているものであり、年度ごとに、これらの団体に対して公
募し、応募・審査・採択を経て実施している。
・男女共同参画を推進するためには、これらの団体（民間団体）との連携が不可欠であ
り、その推進・連携の輪を広げるためには、アンケートによる参加者からの意見を踏まえ
たプログラム等の見直しを行うことに加え、新規団体（これまでに共催したことのない団
体）と共催することが重要である。
・アンケートの肯定的な評価については、平成22年度の結果を踏まえ、80％と設定した。
・新規共催団体数については、これまでに共催したことのない団体（少なくとも１団体）を
含めて共催することを目標として設定した。

施策②　男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携

　男女共同参画社会の形成は、広く国民
に関わるとともに、あらゆる分野に関わる
ものであり、国のみならず地方公共団体、
民間団体の取組が重要である。このため、
地域における男女共同参画の促進のため
の支援、地域レベルの啓発を進めるため
の各種会議、フォーラム等の開催、地方に
おける人材育成のための研修等を通じ、
地方公共団体・民間団体等の取組を支
援・促進するとともに、これらの主体におけ
る男女共同参画社会の形成に向けた総合
的かつ実践的な取組が展開されるよう促
す。

地方公共団体・民間団
体、国民の各界各層が
連携して、地域における
意識啓発や人材育成を
進めるほか、地域の各
主体の連携・協働による
地域の課題解決を促
す。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

「国連婦人の地位委員
会」等の男女共同参画に
関する国際会議への出
席回数

７回
国際会議等へ積極的に出席し、国際的動向に関する情報収集・分析、我が国の施策・取
組についての資料の作成・発信を行うことで、我が国の「男女共同参画社会」の形成の促
進につながるものとなるため。

第３次男女共同参画基
本計画（平成22年12月
閣議決定）第15分野「国
際規範の尊重と国際社
会の『平等・開発・平和』
への貢献」の推進

具体的施策の
推進

男女共同参画社会基本法（平成11年施行）において、「『男女共同参画基本計画』を定め
なければならない。」と規定されているため。

女性に対する暴力に関
するポスター等の配布箇
所数

全地方公共団
体
（都道府県・政
令指定都市
66ヵ所、市区町
村1902ヵ所）

・国民に対し、女性に対する暴力の根絶に向けた意識啓発・教育の充実を図るため、「女
性に対する暴力をなくす運動」として期間を設け、集中的、総合的に広報啓発を行うこと
は、女性に対する暴力の根絶に向けた取組の促進につながるものとなるため。

第３次男女共同参画基
本計画（平成22年12月
閣議決定）第９分野「女
性に対するあらゆる暴力
の根絶」の推進

具体的施策の
推進

男女共同参画社会基本法（平成11年施行）において、「男女共同参画基本計画を定めな
ければならない。」と規定されているため。

施策③　国際交流・国際協力の推進

配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人
身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストー
カー行為等女性に対する暴力は、女性の
人権を著しく侵害し、男女共同参画社会の
実現を阻害するものである。女性に対する
暴力は潜在化しやすく、女性を男性に比べ
て従属的な地位に追い込む社会的問題で
あることから、社会の意識を喚起するとと
もに、女性の人権の尊重や女性に対する
暴力防止のための意識啓発や教育の充
実、被害者支援の取組を充実する。

女性に対する暴力は重
大な人権侵害であるとの
意識を社会に喚起し、女
性の人権の尊重や女性
に対する暴力の根絶を
推進する。

女性の地位向上のための国際的規範や
基準、取組の国内への浸透を図るととも
に、男女共同参画社会の形成に向けた国
際交流、国際協力を促進するため、国際
的動向に関する情報収集・分析、我が国
の施策・取組についての資料の作成・発信
を行うほか、各種国際会議に積極的に出
席し、各国代表との意見交換を行う。

男女共同参画について
の国際的取組を国内へ
浸透させるとともに、国
際的動向の情報収集や
分析を行い、我が国の
施策・取組を発信するこ
とで、国際交流と国際協
力を促進する。

施策④　女性に対する暴力の根絶に向けた取組
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

女性の参画の現状を明らかにすることによ
り各種機関・団体等の取組を促すととも
に、制度や実情を調査・分析することによ
り効果的な施策を実施するための基礎資
料とし、女性の参画の拡大及びポジティ
ブ・アクション推進についての啓発を図る。

女性の参画の拡大に向
けた取組を進めることに
より、「社会のあらゆる分
野において、2020 年ま
でに、指導的地位に女
性が占める割合が、少
なくとも30％程度になる
よう期待する」との目標
の達成を目指す。

女性の参画の拡大状況
の確認

女性の参画状
況の確認（各調
査による）

・女性の参画の拡大に向けては、女性の参画の現状を明らかにすることにより各種機
関・団体等の取組を促すことが必要である。
・第3次男女共同参画基本計画（平成22年12月閣議決定）においても、第1分野「政策・方
針決定過程への女性の参画の拡大」において、平成27年度末までに実施する具体的施
策として、「様々な分野における女性の政策・方針決定過程への参画状況について定期
的に調査して情報提供する。」とされており、女性の参画の拡大状況を毎年度着実に調
査・公表することが指標として適切と思料。

　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進
のための行動指針」（平成２２年６月に新た
に制定）に基づき、政・労・使・自治体、国
民等、官民が一体となり、総合的にワー
ク・ライフ・バランスの取組を推進する。

「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）憲章」の基本理念に
関する国民の理解を深
め、国民運動を通じた気
運の醸成を図る。

「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）憲章」に基づく施策の
進捗状況の確認

施策の推進状
況の確認

・憲章に基づき企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針を
定めた「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、「仕事と生活の調和した社
会の実現に向けた全体としての進捗状況を把握・評価し、政策への反映を図る」こととし
ているため。

施策⑤　女性の参画の拡大に向けた取組

施策⑥　仕事と生活の調和の推進
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

施策⑦　震災における男女共同参画の観点からの対応マニュアル作成・周知

全都道府県、
政令指定都市
＋
男女局HP

・地域に対し、震災における男女共同参画の観点からの対応についてまとめたマニュア
ルを幅広く周知することにより、男女共同参画の視点を踏まえた地域における防災の取
組の強化が図られ、地域における男女共同参画の取組の推進につながるものとなるた
め。

　今般の大震災は、規模やその影響等の
面で、これまで類を見ないものであり、物
資支給、被災者支援、避難所設置・運営、
仮設住宅の運営、まちづくり、女性の再就
職・起業、ＤＶ等女性への暴力対応等、各
段階・ニーズに応じたきめ細かな男女共同
参画の視点や意見の反映、国・地方公共
団体・ＮＰＯ等の間での役割分担などの面
で、様々な課題が明らかになった。
　また、「東日本大震災からの復興の基本
方針」においても、『今後の防災対策に資
するため、今回の大震災に関し、詳細な調
査研究を行う。調査研究の結果も踏まえつ
つ、地震・津波災害、原子力災害の記録・
教訓の収集・保存・公開体制の整備を図
る。』とされている。
　このため、被災地でのこれまでの対応状
況と今後の課題等について、詳細な調査・
分析を行うとともに、その結果を踏まえ、震
災時の国・地方公共団体・ＮＰＯ等の役割
と行動等について規定したマニュアルを作
成、周知し、今後、震災が起こった場合の
行動マニュアルとしての活用を促す。

男女共同参画の視点を
踏まえた地域における
防災の取組の強化が図
られ、地域における男女
共同参画が推進される
とともに、今後、大震災
が起こった際に、男女共
同参画や生活者の視点
からの対応がスムーズ
に行われるようにする。

「震災における男女共同
参画の観点からの対応
マニュアル」の周知箇所
数
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

被災地においては、長引く避難生活や生
活不安などの影響によるストレスの高まり
などから、女性等が様々な不安・悩み・スト
レスを抱えることや、女性に対する暴力が
懸念される。このため、地方公共団体と協
力して女性等の悩み・暴力相談窓口を開
設し、電話相談や仮設住宅への訪問相談
等を行い、被災地において女性等が安心
して利用できる相談サービスを提供する。

女性に対する暴力は重
大な人権侵害であるとの
意識を社会に喚起し、女
性の人権の尊重や女性
に対する暴力の根絶を
推進することに資するた
め、相談しやすい体制等
の整備を図る。
また、被災地において、
女性の悩み相談事業を
実施する。

被災地における臨時相
談窓口の設置数

被災３県に臨時
相談窓口を設
置

岩手県、宮城県、福島県の３県に臨時相談窓口を設置することにより、被災地において
女性等が安心して利用できる相談サービスを提供し、円滑に相談事業を実施することが
できるため。

「食品健康影響評価技術
研究の実施について」に
定める事後評価結果

すべての評価
項目について
平均評価点が
普通（評価項目
Ⅰ及びⅡにつ
いては３、評価
項目Ⅲについ
ては５）以上の
研究課題が
50％以上

個々の技術研究においては研究目標が達成できない場合があることを踏まえ、「食品安
全委員会食品健康影響評価技術研究の評価に関する指針」（平成23年2月7日調査・研
究企画調整会議決定）に従って食品安全委員会が実施する事後評価の結果において、
概ね目標を達成したと認められる評価点の研究課題が過半を超えていることを目標値と
して設定した。

「食品健康影響評価技術
研究の実施について」に
定める中間評価結果

平均評価点が3
以上の研究課
題が50％以上

個々の技術研究においては研究目標が達成できない場合があることを踏まえ、「食品安
全委員会食品健康影響評価技術研究の評価に関する指針」（平成23年2月7日調査・研
究企画調整会議決定）に従って食品安全委員会が実施する中間評価の結果において、
概ね目標を達成したと認められる評価点の研究課題が過半を超えていることを目標値と
して設定した。

政策１４　食品の安全性の確保

施策⑧　東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業

施策①　食品健康影響評価技術研究の推進

食品健康影響評価(リスク評価)の推進の
ため、あらかじめ研究領域を設定し公募を
行う「研究領域設定型」の競争的研究資金
制度の下、リスク評価に関するガイドライ
ン・評価基準の策定等に資する研究を委
託方式にて実施する。

信頼性の高い食品健康
影響評価の効果的・効
率的な実施を促進する。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

食品健康影響評価の内
容等に関する意見交換
会への参加者に対する
アンケート調査におい
て、「内容について理解
度が増進した者」の割合

60%

過去に食品安全委員会が開催した意見交換会におけるアンケート調査において、説明
内容について理解が深まったとする者の割合は平均で約40％であったことから、意見交
換会において、リスク分析の考え方や食品安全委員会の活動について分かりやすい情
報の提供に努めることにより、「リスク分析の考え方や食品安全委員会の活動について
の理解が増進した者の割合」が60％以上となることを目標値として設定。

当該年度に食品安全委
員会ホームページのトッ
プページに利用者がアク
セスした件数

600千件

リスクコミュニケーションの推進においては、リスク分析の考え方を理解した上で、食品の
安全性について考えることができる関係者が増加することが重要であり、ホームページ
の閲覧者数を測定指標とすることが有効と考えられるため、ホームページの閲覧件数が
基準値の件数を上回る６００千件以上となることを目標値として設定。

施策②　食品安全の確保に必要な総合的施策の推進

国民が高い関心を持っている食品の安全
に関わる事項等に関する、厚生労働省、
農林水産省等と連携しつつ行う関係者間
での情報共有及び意見交換並びに正確な
情報の周知等を目的とするホームページ、
メールマガジン、パンフレット、季刊誌等を
通じた情報発信等の食品安全の確保に必
要な総合的施策を実施する。

食品安全委員会が行う
リスク評価の内容に対す
る理解の増進等により、
食品安全に関する関係
者相互間におけるリスク
コミュニケーションを促進
する。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

１年間における申請件数
（移行認定申請、移行認
可申請、公益認定申請）

1500件
(平成23年度：
2000件）

新公益法人制度においては、現在の特例民法法人は、平成25年11月末までに移行しな
ければ解散となるため、新たな公益の担い手となる法人を増やし、「民による公益の増
進」をできるだけ早期に実現するためには、特例民法法人からの早期申請を促進し、円
滑に新制度に移行させることが求められる。
一方、国所管の特例民法法人（平成20年12月現在で6,625法人）のうち、平成24年1月末
時点での申請数は約2,750件となっており、未申請の法人が新制度に円滑に移行し、か
つできるだけ申請を前倒して早期に申請してもらう観点から平成24年度の目標申請件数
を1,500件に設定した。

不利益処分である命令
及び認定・認可の取消し
を講じられた法人の割合

1%以下

税制優遇等の社会的恩恵をうけつつ、不特定多数の者を対象に公益目的事業を行う公
益法人については、継続的に公益認定基準に適合していることが必要である。そのた
め、毎事業年度提出される財産目録、事業報告書等の確認等により認定基準を満たさな
い状況が明らかになった場合には、命令等の行政庁による適切な監督が必要である。

４ヶ月以内に諮問を行う
件数の割合

95%以上

これまで審査期間を原則４ヶ月以内に認定等することを目標に柔軟かつ迅速な審査に取
り組んでおり、平成23年度末までには約2,600件の処分を行う見込み。平成23年８月１日
には、こうした審査実績を踏まえ、審査期間を４ヶ月とした標準処理期間を設定しており、
これらを踏まえ、特別な事情がある案件を除き、４ヶ月以内に諮問を行う件数の割合の目
標を95％以上とを設定した。

「特例民法法人に関する年次報告」の作
成・公表を通じて、指導監督基準等に基づ
く各府省の所管特例民法法人に対する指
導監督状況を的確に把握し、必要に応じ
各府省に指導監督の徹底を要請

透明性の確保による特
例民法法人の適切な運
営を確保し、新制度への
円滑な移行に寄与する
ことにより、民間非営利
部門の健全な発展を促
進し「民による公益の増
進」を実現

特例民法法人の実態・状
況等を明らかにするため
の各種調査の的確な実
施及び公表による指導
監督の徹底

「公益法人の設
立許可及び指
導監督基準」等
を遵守していな
い法人数の減
少

新制度への円滑な移行のためには、特例民法法人の実態の把握を通じ所管官庁による
指導監督が適切になされる必要があることを踏まえ設定した。

新公益法人制度では従来の公益法人は
平成25年11月末までの期間に移行申請を
行わないと解散になるとされていることか

ら、移行期間内の円滑な移行を実現すると
ともに、移行法人の適切な監督を実施

早期の申請を促進した
上で、柔軟かつ迅速な
審査を行い、新制度へ

の円滑な移行を進めると
ともに、適切な監督を実
施し、「民による公益の

増進」を実現

施策②　特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整

政策１５　公益法人制度改革等の推進

施策①　新しい公益法人制度への円滑な移行と適正な法人運営の確保
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

ESRI Discussion Paper
等の研究成果に関する
ＨＰへのアクセス件数

前年度並み

景気指標に関するＨＰへ
のアクセス件数

前年度並み

ESRI -経済政策フォーラ
ムについての、参加者の
肯定的評価の割合

総じて3分の2
以上
80%

フォーラム参加者の肯定的評価の割合は、フォーラムの実施内容が国民にとってどの程
度関心があり、満足したものかを
示すものであり、国民への情報提供を推し量る指標として適切と言える。また、本指標に
ついて、前年度並みの水準を確保
することは、開催内容に一定の評価が得られたものと考えるため。
なお、平成２０年度政策評価より、「前年度並み」との目標基準を設定している。

政策１６　　経済社会総合研究の推進

経済活動及び社会活動についての経済理
論その他これに類する理論を用いた研究

本施策の推進により、政
策の企画立案・推進を支
援するとともに、国民へ
の情報提供を行う。

ＨＰのアクセス件数は研究等の成果が政策部局及び国民にとってどの程度注目・活用さ
れたかを示すものであり、
政策部局への貢献及び国民への情報提供を推し量る指標として適切と言える。また、本
指標について、
前年度並みの水準を確保することは、研究等の成果に一定の評価が得られたものと考
えるため。
なお、平成２０年度政策評価より、「前年度並み」との目標基準を設定している。

施策①　経済社会活動の総合的研究
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

国民経済計算関連統計の作成のため、推
計に必要な基礎調査の実施、推計プログ
ラムの開発や修正、地域経済計算やサテ
ライト勘定の調査研究を請負契約により実
施している。
また、四半期別GDP速報（QE）における地
方政府の政府最終消費支出を推計するた
め、地方政府の予算執行状況を把握する
必要があり、地方公共団体委託調査を実
施している。

国連の示す国民経済計
算体系の基準に則して、
国民経済計算の推計を
行い、四半期別GDP速
報（QE）、国民経済計算
年報を公表するととも
に、地域経済計算やサ
テライト勘定の調査研究
を行っており、国民経済
計算関連統計を作成・整
備する。また、基礎資料
が不足している分野につ
いては、民間非営利団
体実態調査等を独自に
実施している。これらの
事業を通じて政策判断
材料を提供し、経済財政
政策の企画・推進を支援
すること、また国民への
情報提供を行うことをそ
の目的としている。

「公的統計の品質に関す
るガイドライン」における
品質評価の観点を踏ま
え、①統計を事前の公表
予定どおりに公表、②統
計の作成方法、利用上
の注意等の情報を公表。

100%
「公的統計の品質に関するガイドライン」が平成23年4 月8日各府省統計主管課長等会
議申合されたことを受け、①統計を事前の公表予定どおりに公表、②統計の作成方法、
利用上の注意等の情報を公表を100％達成することを目標値として設定。

施策②　国民経済計算
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

①計量経済分析、経済理論等に関する経
済研修・経済理論研修の実施。
②当研究所が有する国民経済計算（ＳＮ
Ａ）統計の概念を理解し、その推計方法を
習得するため、各府省の職員及びアセア
ン主要国の実務担当専門家を対象とする
ＳＮＡ研修の実施。
③発展途上国等の政府関係機関の職員
を対象にマクロ経済政策等についての研
修を国際協力機構（ＪＩＣＡ）と協力して実
施。

政策担当者の企画立案
能力や調査分析能力の
向上を図り、より効果的・
効率的な経済政策等を
実施することに寄与す
る。

研修に対する研修員ア
ンケートの満足度

80%以上
各研修において研修員の80%以上の満足度を得られれば、目標は達成されたと判断出
来る為。

迎賓館事務連絡会議の
開催数
(８月を除く毎月開催)

11回
「迎賓館事務連絡会議開催要領」（昭和49年7月10日総理府総務長官決裁）において、
毎月少なくても１回開催することとされている

利用（接遇）実績 年18回
迎賓施設の利活用状況について過去の実績値を踏まえ設定（赤坂迎賓館8回、京都迎
賓館10回）

赤阪迎賓館一般参観者
数

20,000人
迎賓施設の役割等について理解を深めるため、迎賓施設としての安全確保・機能保持を
考慮したうえで、一般国民を対象とした参観者数を設定

京都迎賓館一般参観者
数

13,000人
迎賓施設の役割等について理解を深めるため、迎賓施設としての安全確保・機能保持を
考慮したうえで、一般国民を対象とした参観者数を設定

前庭公開入場者数 10,000人
迎賓施設の役割等について理解を深めるため、迎賓施設としての安全確保・機能保持を
考慮したうえで、過去２年の実績を踏まえ、前庭に受け入れられる最大の入場者数を設
定（赤坂迎賓館）

一般参観者及び前庭公
開入場者へのアンケート
実施による肯定的評価
（「満足した」、「ある程度
満足した」の合計割合）

80%以上
一般参観及び前庭公開実施方法の工夫に資するとともよに、迎賓施設の役割等への理
解度を検証するため、昨年度の実施値を踏まえ設定

施策③　人材育成、能力開発

政策１７　　迎賓施設の適切な運営

施策①　迎賓施設の適切な運営

日本の外交に資するため、迎賓施設にお
いて、海外の賓客に対し接遇を行うととも
に、賓客が満足できる安全・快適な施設の
提供など、円滑な接遇を行うための迎賓施
設の管理・運営を行う。

迎賓施設において、海
外の賓客に対し接遇を
行い、日本の外交に資
するものとする。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

賓客の安全対策に対応
する適正な警備と秩序維
持

確実な実施 迎賓施設の運営に不可欠な安全の確保を設定

全国各地で開催される
北方領土問題の解決の
促進に資する行事等の
情報を北方対策本部
ホームページに掲載する
回数

月1回以上 全国各地の行事等の情報を毎月必ず更新することが必要である。

北方対策本部ホーム
ページへの月間平均アク
セス件数（北方領土返還
運動全国強調月間を除
く）

前年度以上 前年度（平成23年度）の実績値を上回る水準を維持することを目標とする。

北方対策本部ホーム
ページで実施する意見
募集における、北方領土
問題の啓発を目的とした
講演会やパネル展等の
イベントへの参加意欲が
あるとの回答の割合

前年度以上
（平成23年度：
70％）

前年度（平成23年度）の実績値を上回る水準を維持することを目標とする。

北方領土問題に対する
国民の理解と関心を高
める。

政策１８　　北方領土問題の解決の促進

施策①　北方領土問題解決促進のための施策の推進

国民世論の啓発等を通じて、北方領土問
題の解決の促進を図る。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

国際連合平和維持活動等に対する協力に
関する法律（平成４年法律第７９号。以下
「国際平和協力法」という。）に基づき、国
際平和協力業務等を実施する。

国際連合を中心とした国
際平和のための努力に
積極的に寄与し、我が国
の国際平和協力業務等
に対する国連、現地政
府等から肯定評価を得
る。

国際平和協力業務等に
対する国連、現地政府等
の評価

肯定評価
・国際平和協力業務等において、国内や国連・現地政府等の評価が、　国際平和協力法
第1条に規定する目的「我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的
に寄与すること」を果たしているかどうかを測る大きな目安になるため。

　各学術分野における様々な課題や社会
が抱える特に重要な課題について、日本
学術会議会員及び連携会員で構成する委
員会等を設置、開催して、科学に関する重
要事項の審議を行うことにより、政府から
の諮問に対する答申、政府に対する勧
告、その他政府、社会に対する提言等を
行う。

　日本学術会議法に基
づき、わが国の科学者
の内外に対する代表機
関（全国約84万人の科
学者の代表として選出さ
れた会員210名と連携会
員約2,000名で構成）とし
て、科学の向上発達を
図り、行政、産業及び国
民生活に科学を反映浸
透させること。

意思の表出の件数
8件
（平成23年度：
58件）

日本学術会議（特に意思の表出について審議する委員会等の活動）は、会員の半数改
選が3年毎に行われるため、3年間を活動のサイクルとしており、測定指標「意思の表出
の件数」に関しては、3年前である平成21年度における意思の表出件数の実績値を目標
値として掲げた。

政策２０　　科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡

政策１９　　国際平和協力業務等の推進

施策①　国際平和協力業務等の推進

施策①　 政府・社会等に対する提言等
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

アジア学術会議の開催 １回 これまでの開催状況を勘案して目標値（1回）を設定

二国間学術交流 ２回 これまでの交流状況を勘案して目標値（2回）を設定

ICSU（国際学術会議）、
インターアカデミーカウン
シル等への対応

２回 これまでの対応状況を勘案して目標値（2回）を設定

その他の国際学術団体
等への代表派遣等

20回 これまでの代表派遣等の状況を勘案して目標値（20回）を設定

共同主催国際会議の開
催

7回 これまでの開催状況を勘案して目標値（7回）を設定

国際シンポジウムの開
催

1回 これまでの開催状況を勘案して目標値（1回）を設定

G８学術会議共同声明の
発出

実施

・Ｇ８各国及び関係諸国の学術会議(アカデミー）がＧ８学術会議を開催し、Ｇ８サミットに
向けた作成された共同声明は、各国の首脳に向けて提出される。政策決定者に対して発
出されるＧ８学術共同声明の発出を測定指標とすることは、行政に対して科学を反映浸
透させることに当たるだけでなく、Ｇ８各国及び関係諸国の学術会議との交流を図ること
にもつながるため。
・共同声明の発出は、Ｇ８サミットに向け発出されるものであり、発出されること自体に意
義があるため、件数ではなく実施すること自体を目標とした。

　日本学術会議法に基
づき、わが国の科学者
の内外に対する代表機
関（全国約84万人の科
学者の代表として選出さ
れた会員210名と連携会
員約2,000名で構成）とし
て、科学の向上発達を
図り、行政、産業及び国
民生活に科学を反映浸
透させること。

　科学的知見が世界の政策形成に反映さ
れるよう、G8各国等の科学アカデミーと連
携して、G8サミットの議題に関し、科学的
立場から意見を集約し、共同声明を発出
するほか、国内学術研究団体との共同主
催国際会議や持続可能な社会の実現に
向けた地球規模の課題を議論する国際会
議の開催、アジア地域における学術的な
共同研究と協力を促進するために設立さ
れたアジア学術会議に関連する活動、国
際学術団体への加入、国際学術団体総会
等への代表派遣などを通じ、国際学術団
体との連携を図っている。

施策②　 各国アカデミーとの交流等の国際的な活動
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

日本学術会議主催学術
フォーラム開催回数

10回

・平成22年度までの主催公開講演会の開催状況は、年4回程度であったが、平成23年度
から学術フォーラムに改組し国民の関心の高いテーマをより積極的に取り上げることにし
たことに加え、第4期科学技術基本計画（平成23年8月19日閣議決定）において日本学術
会議が「社会と研究者との橋渡しや、情報発信等において積極的な役割を果たす」ことが
期待されたことを踏まえ、設定した。

学術フォーラムの参加者
アンケートで肯定的に評
価した者の割合（平均
値）

80%
・平成23年度に実施された6回の学術フォーラムにおいて、参加者にアンケート調査を実
施したところ、肯定的な評価の割合の平均が約8割であったため、80％を目標値として設
定した。

地区会議公開講演会の
開催

7回
地域固有の問題を踏まえた事業計画を独自に策定し、地域密着型の学術講演会や科学
者懇談会等の事業を通じて、地域からの情報発信を目指す地域主体の事業としている
地区会議公開講演会は、これまでの開催状況を勘案して目標値を設定した。

地区会議の開催
実施

・地区会議は、日本学術会議の諸活動を地区内の科学者等に周知徹底し、及び日本学
術会議に対する意見、要望等を汲み上げて日本学術会議と科学者との意思疎通を図る
とともに、地域社会の学術の振興に寄与することを目的としている。
地区会議は、この目的を達成するため、単独または部若しくは委員会と共同で地区内の
関係大学、関係機関・団体等の協力を得て、科学者との懇談会の開催、地区会議ニュー
ス等の発行、地域社会の学術の振興に寄与することを目的とする事業などの活動を行う
こととされている。
地区会議の開催は、当該地区の事業計画等を作成し、その作成・実施に当たっての情報
収集・検討等を行うものであり、会議の回数ではなく、その質が重要であることから、「実
施」という目標を設定した。

施策④　 科学者間ネットワークの構築

　科学者間ネットワークの構築に寄与する
ため、各地域で、日本学術会議が集積し
た研究成果や学術情報の提供を行うほ
か、地域の科学者からの意見・要望等を
聴取するため、科学者懇談会、地区会議
公開講演会を開催する。

　日本学術会議法に基
づき、わが国の科学者
の内外に対する代表機
関（全国約84万人の科
学者の代表として選出さ
れた会員210名と連携会
員約2,000名で構成）とし
て、科学の向上発達を
図り、行政、産業及び国
民生活に科学を反映浸
透させること。

施策③　 科学の役割についての普及・啓発

　日本学術会議会員等が講演、パネル
ディスカッション等を行うことを通じ、学術
の成果を国民に還元するため、日本学術
会議主催学術フォーラムを開催する。

　日本学術会議法に基
づき、わが国の科学者
の内外に対する代表機
関（全国約84万人の科
学者の代表として選出さ
れた会員210名と連携会
員約2,000名で構成）とし
て、科学の向上発達を
図り、行政、産業及び国
民生活に科学を反映浸
透させること。
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事前分析表（案）について

施策の概要 達成すべき目標 測定指標
24年度目標値 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の

設定の根拠
政策
施策

資料１－３

　総務省及び人事院とともに経済３団体の
協力の下で運営する「官民人事交流推進
ネットワーク」により、企業・府省間の意見
交換会を開催し、官民間の人材移動を活
性化し人材の有効活用の実現を推進す
る。

　企業・府省間の意見交
換会の実施が目標

　総務省及び人事院とと
もに経済３団体の協力の
下で運営する「官民人事
交流推進ネットワーク」に
より、企業・府省間の意
見交換会を実施

　実施
　総務省及び人事院とともに経済３団体の協力の下で運営する「官民人事交流推進ネッ
トワーク」による交流事業

政策２１　　官民人材交流センターの適切な運営

施策①　民間人材登用等の推進
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